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第 3.4-2図 評価対象可燃物施設配置図
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第 3.4-3図 薬品タンク配置図 
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第 3.4-4図 溢水評価対象タンク配置図 
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第 3.4-5図 可燃性施設火災時の影響範囲 
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第 3.4-6 図 硝酸を内包する各施設からの距離に応じた有毒ガス濃度 

 

 
第 3.4-7 図 液体二酸化窒素を内包する各施設からの距離に応じた有毒ガス濃度 
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第 3.4-8 図 メタノールを内包する各施設からの距離に応じた有毒ガス濃度 
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第 3.4-9 図(1) アクセスルートにおける路盤補強等の段差緩和対策実施箇所(構内)  
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第 3.4-9 図(2) アクセスルートにおける路盤補強等の段差緩和対策実施箇所(構外) 
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改良地盤 

損壊しない 
洞道 

地盤崩壊を防止 アクセスルート 

 

第 3.4-10図(2) 洞道両側を改良(対策タイプ B) 

第 3.4-10図(1) アクセスルート直下を改良(対策タイプ A) 

アクセスルート 

損壊対象 
洞道 

原地盤における 
損壊ライン 

 

損壊対象 
洞道 

 

地盤崩壊を防止 
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第 3.4-10図(3) 路盤補強材の構造断面図(対策タイプ C及び D＊) 

＊対策タイプ Cは１層構造，対策タイプ Dは３層構造である。 

  

地中埋設構造物

補強材（砕石）：t＝0.30m

補強材（土木繊維材）

沈下

液状化・揺すり込み

定着長
𝐿𝐸

1.2m

路盤補強長
𝐿𝑔

上層路盤（アスファルト＋砕石）：t＝0.07m＋0.15m

下層路盤（砕石）：t＝0.30m

補強材（砕石）

段差量

𝑆

緩和区間長
𝐿𝑠

0.2m

1.0m

5.6m

埋戻し土
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第 3.4-11図 蒸発乾固への対処のための屋外アクセスルート(北ルート)及び復旧時間 
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第 3.4-12図 蒸発乾固への対処のための屋外アクセスルート(南ルート)及び復旧時間 
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第 3.4-13図 燃料プール等への代替注水のための屋外アクセスルート(北ルート) 

及び復旧時間  
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第 3.4-14図 燃料プール等への代替注水のための屋外アクセスルート(南ルート) 

及び復旧時間 
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4. 屋内アクセスルート 

4.1 屋内アクセスルートの基本方針 

地震，津波(敷地に遡上する津波を含む)その他の自然現象による影響及び人為事象

による影響を考慮し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋に，各設備の操

作場所までのアクセスルートを複数設定する。 

上記を受けた屋内アクセスルート設定の考え方を以下に示す。 

(1) 地震の影響の考慮 

a. 屋外から直接建屋内に入域するための建屋の入口は，以下の条件を考慮し設

定する。 

(a) 建屋入口を複数設定 

(b) 上記(a)のうち，基準地震動Ｓｓの影響を受けない位置的分散を考慮した入

口を少なくとも2箇所設定 

b. 複数設定するアクセスルートは以下の条件を満足するルートとする。 

(a) 基準地震動Ｓｓの影響を受けない建屋内にアクセスルートを設定 

また，ルート設定に当たっては以下を考慮 

・アクセスルート近傍の油を内包する回転機器，可燃性の化学薬品及び引火

性・可燃性気体等について，地震時に火災源となったとしても，初期消火

活動すること，また，消火が困難な場合には複数設定したアクセスルート

のうち，迂回可能なアクセスルートを選択すること 

・地震に伴う溢水が発生した場合においても歩行可能な水深であること，ま

た，化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の

安全を考慮した防護具を着用すること 

・アクセスルート近傍の資機材等について，地震による転倒等により通行を

阻害しないように落下防止，転倒防止及び固縛の措置を実施すること 

(2) 地震以外の自然現象の考慮 

地震以外の自然現象に対し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋

内にアクセスルートを設定する。 

(3) その他の考慮事項 

アクセスルートの設定に当たっては，高線量区域を通行しないよう考慮する。 

屋内アクセスルートを設定している建屋は標高約50m～約55m及び海岸からの距

離約4km～約5kmの地点に位置しており，屋内アクセスルートは津波(敷地に遡上す

る津波を含む)による影響を受けない。  

また，屋内アクセスルートは地震，その他の自然現象による影響(洪水，風(台風)，

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災)及び人為

事象を想定して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する

設計とする。 
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4.2 屋内アクセスルートの影響評価 

屋内アクセスルートの設計においては，屋外アクセスルートについて想定される自

然現象の抽出を行い，その自然現象が起因する被害要因に対して影響評価を行い，その

影響を受けないルートを確保する。 

屋内アクセスルートについて想定される自然現象の抽出結果を第4.2-1表に示す。 

 

以上の抽出結果を踏まえ，屋内アクセスルートの設計にあたり，地震に伴う地震随伴

火災，地震随伴溢水及び地震随伴化学薬品漏えい(有毒ガス発生を含む)による屋内ア

クセスルートへの影響評価を行い，その影響を受けないルートを設定する。 

地震に伴う，屋内アクセスルートの影響評価項目を以下に示す。 

・地震随伴火災 

・地震随伴溢水 

・地震随伴化学薬品漏えい(有毒ガス発生を含む) 

地震による影響を考慮し，屋内アクセスルートの選定に際し，資機材等の転倒及び落

下等による影響がないことを確認するため，現場の整備状況を確認し，屋内アクセスル

ート周辺に影響を及ぼす施設がないことを確認する。 
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第 4.2-1 表 屋内アクセスルートに想定される自然現象 

自然現象 概略評価結果 被害要因 

抽出 

地震 
・周辺機器及び配管の倒壊，損壊及び落下，地震随伴による火災，溢水

及び化学薬品漏えい(有毒ガス発生を含む)による影響が考えられる。 
〇 

津波 

・屋内アクセスルートを設定している建屋は標高約 50m～約 55m及び海

岸からの距離約 4km～約 5kmの地点に位置しており，断層のすべり量

が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳しい評価

となるように設定した標高 40mの敷地高さへ津波が到達する可能性は

ない。 

× 

洪水 ・洪水については，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 × 

風 

(台風) 

・竜巻の評価に包含される。 
× 

竜巻 ・再処理施設は竜巻に対して頑健性を有することから影響は受けない。 × 

凍結 ・屋上を通行する箇所はなく，建屋内であり，影響は受けない。 × 

高温 ・屋上を通行する箇所はなく，建屋内であり，影響は受けない。  

降水 
・浸水防止対策を施された建屋内であること，排水設備が設置されてい

ることから影響は受けない。 
× 

積雪 ・屋上を通行する箇所はなく，建屋内であり，影響は受けない。 × 

落雷 ・再処理施設は避雷対策を施しており，影響は受けない。 × 

火山の影

響 

・屋上を通行する箇所はなく，建屋内であり，影響は受けない。 
× 

生物学的

事象 

・再処理施設は浸水防止対策により，ネズミ等の小動物の侵入による影

響を受けない。 
× 

森林火災 
・屋内アクセスルートは防火帯内側の再処理施設内であり，影響は受け

ない。 
× 

塩害 建屋内であり，影響は受けない。  
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4.3 屋内アクセスルートの評価方法 

屋内アクセスルートへの影響について，地震随伴火災，地震随伴溢水及び地震随伴化

学薬品漏えい(有毒ガス発生を含む)に対する評価方法を以下に示す。 

 (1) 地震随伴火災 

屋内アクセスルート近傍の地震随伴火災の発生の可能性がある機器について，

以下のとおり抽出し，屋内アクセスルートへの影響評価を実施する。 

・アクセスルート近傍の火災源に対し，地震時に火災となったとしても，初期消

 火活動すること，また消火が困難な場合には複数設定したアクセスルートの

 うち，迂回可能なアクセスルートを選択すること 

・建物内で発生する一般的な火災源(建屋全域(レッド区域は除く)に定常的に存

 在する可燃物のうち機器類に属するもの)として，潤滑油を保有する回転機器

 ＊(ただし，油量が記載されていない機器及び手動による回転機器は対象外)を

 抽出する。 

・再処理施設特有の火災源(再処理施設内で取り扱われる化学薬品のうち建屋全

 域(レッド区域は除く)で貯槽等に貯蔵されているもの)として，n-ドデカン(m

 -カルボランはn-ドデカンで整理)，リン酸トリブチル(以下「TBP」という。)，

 重油を抽出する。 

・引火性・可燃性気体の火災源として，水素(爆発限界濃度(下限)以上のもの：

4vol%以上)及びプロパンガス等を抽出する。 

・耐震Ｓクラス機器又は基準地震動Ｓｓにて耐震性があると確認された機器は

地震により損壊しないものとし，内包油による地震随伴火災は発生しないも

のと考える。 

地震随伴火災の発生の可能性がある機器の抽出フローを第4.3-1図に示す。 

注記 ＊：屋内アクセスルート近傍のケーブルトレイ及び電源盤は，再処理施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第五条「火災による損

傷の防止」において得られた火災防護を適用し，火災の火炎，熱に

よる直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二

次的影響が考えにくいこと，また重大事故時には地震起因の外部電

源喪失が想定されることから除外する。 

なお，火災時に煙充満による影響については，煙が滞留するような

箇所は自動起動又は制御室からの手動操作による固定式消火設備

を設置することからアクセス性に影響はないと考えられるが，速や

かなアクセスが困難な場合は迂回路を使用する。 

(2) 地震随伴溢水 

屋内アクセスルート上に地震随伴溢水が発生した場合のアクセス性の評価を以

下のとおり実施する。 
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・屋内アクセスルートとして使用する部屋の収束後の溢水水位が 以下で

あること。なお，溢水水位が 以上であった場合は，通行に支障がないこ

とを別途試験等により評価する。 

・重大事故等対処に必要な屋内アクセスルートとして使用する部屋を抽出する。 

・耐震Ｓクラス機器又は基準地震動Ｓｓに耐震性があると確認された機器は地

震により損壊しないものとし，保有水が外部に流出することはないものと考

える。 

・基準地震動Ｓｓの地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃ機器は，

 溢水源とする。 

・耐震評価はＳクラスの機器と同様に基準地震動Ｓｓで評価し，JEAG4601に従っ

      た評価をする。 

溢水によるアクセス判断フロー図を第4.3-2図，水位評価概略図を第4.3-3図に

示す。 

(3) 地震随伴化学薬品漏えい 

地震発生時の屋内アクセスルートのアクセス性の評価を以下のとおり実施する。 

・屋内アクセスルートとして使用する部屋に人体に影響のある化学薬品を内包

する配管があるかを評価する。なお，該当する配管があった場合は，防護具を

着用することで通行に支障がないことを評価する。 

・対象とする漏えい源のうち，液体の漏えい源は「4.3(2)a.対象とする溢水源」

と同様である。気体の漏えい源は設備及び人体に対して影響のある腐食性ガ

ス等を対象とする。 

屋内アクセスルートとして使用する部屋に存在する化学薬品配管のうち，人体

に影響のある化学薬品について第4.3-1表のとおり示す。また，化学薬品漏えいに

よる防護服着用の判断フロー図を第4.3-4図に示す。 

 

第 4.3-1 表 人体に対して評価対象とする化学薬品 

酸性水溶液 
ヒドラジン，ヒドロキシルアミン，ウラン，プルトニウムを

含む全濃度の硝酸を含む溶液 

中性水溶液 亜硝酸ナトリウム 

アルカリ性水溶液 水酸化ナトリウム 

有機溶媒 TBP，n-ドデカン 

腐食性ガス 

NOXガス及びその他人体に悪影響のあるガスおよびエアロゾ

ル(試薬として移送しているもの。排気中に含まれるものは

考慮しない。) 
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第 4.3-1 図 想定火災源の抽出フロー 

  

アクセスルート上の地震随伴火災の評価

アクセスルート近傍の火災源を抽出

地震随伴火災は
想定不要

地震随伴火災の
発生を想定

耐震Sクラス又は
基準地震動Ssにて耐震性があると

確認された機器か

油を内包する回転機器か
再処理特有の火災源か

可燃性気体か

Yes

Yes

No

No
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注記 ＊1：建屋の浸水時における歩行可能な水深は，歩行困難水深及び水圧でドアが開か

なくなる水深などから 0.30ｍ以下と設定している。水位 以下であれば

アクセス可能と判断する。 

「地下空間における浸水対策ガイドライン」（令和 4年 12月現在 国土交通省

ＨＰ）参照 

＊2：溢水水位によりアクセス可能と判断しても，放射性物質による被ばく防護のた

め，適切な装備を装着する。 

 

第 4.3-2 図 地震随伴の溢水評価フロー図 

  

アクセスルートとして使用するエリアの抽出
【抽出されたエリア】
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

地震時の溢水源の抽出
【溢水源となる設備】
・使用済燃料プールのスロッシング水
・耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃ機器

アクセスルートエリアの溢水水位
・伝搬経路となる開口部止水高さ若しくは溢

水源からの溢水量により水位を評価

アクセスルートエリア
の溢水水位はアクセス可能な

水位か＊1

アクセス可＊2 対応策検討

Yes

No
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第 4.3-3図 水位評価概要図 

  

発生した溢水量が堰の高
さ以上の場合は開口部よ
り下階へ排水される

最地下階には上層階から
の排水が集まる

防護すべき設備は水密扉
や堰を設けるとともに、
設備の機能喪失高さまで
溢水水位が上昇しない設
計とする。
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注記 ＊1：漏えい源がなく，アクセス可能と判断しても，放射性物質による被ばく防護の

ため，適切な装備を装着する。 

 

第 4.3-4 図 地震随伴の薬品漏えい評価フロー図 

  

アクセスルートとして使用するエリアの抽出
【抽出されたエリア】
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

地震時の薬品漏えい源の抽出
【漏えい源となる設備】
・化学薬品を内包する機器及び配管で，耐震

性を有さないもの

アクセスルートエリアの漏えい源
・抽出したアクセスルートエリアに，化学薬
品を内包する機器及び配管で耐震性を有さな

いものが存在するかを評価

アクセスルートエリア
に該当機器又は配管があるか

防護服の着用＊1 防護服の着用不要

Yes

No
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4.4 屋内アクセスルートの評価結果 

(1) 地震随伴火災 

屋内アクセスルート近傍にある地震随伴火災が発生する可能性がある機器及び

エリアについて第4.4-1図に示す。 

アクセスルート近傍の火災源に対し，地震時に火災となったとしても，初期消火

活動すること，また消火が困難な場合には複数設定したアクセスルートのうち，迂

回可能なアクセスルートを選択することから，影響はない。 

 

(2) 地震随伴溢水 

評価結果として，屋内アクセスルートが存在する部屋の溢水水位を第4.4-1表，

溢水水位が 以上となるエリアを第4.4-2図に示す。 

地震時に屋内アクセスルートにおける最大溢水水位は， の溢水水位となる

が，別途試験等により通行に支障がないこと，操作場所への影響はないことを評価

している。 

 

(3) 地震随伴化学薬品漏えい 

評価結果として，屋内アクセスルート及び操作場所が存在する部屋の化学薬品

抽出結果を第4.4-2図に示す。 

化学薬品漏えい（漏えいに伴う有毒ガスの発生含む）に対しては，屋内アクセス

ルートでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防護具を着用するため，影響は

ない。 
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第 4.4-1 表 アクセスエリア溢水水位 

階数 
使用済燃料 

受入れ・貯蔵建屋 

前処理

建屋 

分離

建屋 

精製

建屋 

ウラン・プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム 

混合酸化物貯蔵建屋 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

6 階        

5 階        

4 階        

3 階        

2 階 － －  － 

1 階 － － － － 

地下

1階 
－ － － － 

地下

2階 
－ － － － 

地下

3階 
－   － － 

地下

4階 
    － － 

注記 ＊：「－」については溢水水位が 以下 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地下 4階)  
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地下 3階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地上 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地上 3階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地上 4階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(前処理建屋 地上 5階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地上 1階)  
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地上 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地上 3階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(分離建屋 地上 4階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地下 3階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地上 2階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地上 3階) 

46419



 
 

1
4
0 

 

第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地上 4階) 
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第 4.4-1図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(精製建屋 地上 5階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上 2階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 4階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 3階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 2階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地上 1階) 
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第 4.4-1 図 アクセスルート上の油内包機器エリア図(高レベル廃液ガラス固化建屋 地上 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地下 4階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地下 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地下 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地上 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地上 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(前処理建屋 地上 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地下 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地下 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地下 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地上 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地上 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地上 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(分離建屋 地上 4階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地下 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地下 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地下 1階) 

46450



 
 

1
7
1 

 
第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地上 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地上 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地上 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地上 4階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(精製建屋 地上 5階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 3階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 2階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(高レベル廃液ガラス固化建屋 地下 1階) 
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第 4.4-2 図 アクセスルート上の溢水水位が を超える部屋及び化学薬品が存在する部屋エリア図 

(高レベル廃液ガラス固化建屋 地上 1階) 
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1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」に示す地震を要因とする重大事故等に

対する重大事故等対処施設の設計方針に関し，再処理施設で想定する地震を要因とする

重大事故等を踏まえ，重大事故等対処施設に必要となる機能を整理した上で，耐震設計

における機能維持の方針と考慮すべき事項について説明するものである。 

 

2. 地震を要因とする重大事故等の対処 

再処理施設の事業(変更)許可において，重大事故等対処施設の設計では，設計条件を

上回る地震に対しても，重大事故等への対処が実施可能となる設計とすることとしてい

る。これは，重大事故等への対処をより確実なものとするために，更なる安全性を目指

す観点で設定したものであり，基準地震動Ｓｓを超えるような地震として，基準地震動

Ｓｓに加えて 2割程度までは確実に重大事故等への対処が実施できるよう設計するとし

たものである。 

具体的には，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して基準地震動Ｓｓに対する設

計方針を踏襲し，重大事故等の対処に必要な機能を確保する設計とする。 

 

3. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の基本方針 

3.1 地震を要因とする重大事故等 

再処理施設における地震を要因とする重大事故等は，冷却機能の喪失による蒸発乾

固，放射線分解により発生する水素による爆発及び使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されてい

る使用済燃料の著しい損傷を想定する事象である。 

 

3.2 基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計は，基準地震

動Ｓｓを上回る地震が発生した場合であっても，重大事故等に対処することができる

ことを示すために実施するものである。 

事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の

発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。)

は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能，臨界防止機能，落

下・転倒防止機能、崩壊熱の除去機能を損なわない設計とする。 

また，起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影

響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持できる設計とする。 

地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備(以下「対
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処する常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対して，想定する重大事故等を考慮し，冷却機能、掃気機能、放出経路の維持機能、

貯水機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によって

設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能が維持できる設計とする。 

重大事故等に対処するために建物・構築物に要求される制御室の遮蔽機能，貯水機

能及び放出経路の維持機能に対して建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，

地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持できる設計

とする。 

また、対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影響

においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の

対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備(以下

「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管場所における基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，地震後において重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，保管状態を模擬した加振試

験等により，転倒防止機能，動的機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影

響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

なお、設備を保管する建物・構築物に設置する地下水排水設備は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力に対し，地下水排水設備の終局耐力時に生じる変形等の地震影響

においても，地下水排水機能を維持できる設計とする。 

 

3.3 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の対象 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，以下に示すとおりで

ある。 

(1) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備は，安全上重要な施設のうち，プルトニウ

ムを含む溶液及び高レベル廃液の主要な流れを構成する配管及びそれらの溶液を

内包する貯槽等である。 

 

(2) 対処する常設重大事故等対処設備 
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対処する常設重大事故等対処設備は，再処理施設で想定する地震を要因とする

重大事故等の対処となる「①内部ループへの通水による冷却」，「②貯槽等への通

水」，「③冷却コイル等への通水による冷却」，「④セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応」，「⑤水素爆発を未然に防止するための空気の供給」，

「⑥水素爆発の再発を防止するための空気の供給」，「⑦セルへの導出経路の構築

及び代替セル排気系による対応」，「⑧燃料貯蔵プール等への注水」，「⑨燃料貯蔵

プール等へのスプレイ」に必要となる設備である。 

また，対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物及び地震を要

因とする重大事故等に対処するための操作場所及び操作場所までのアクセスルー

トを構成する建物・構築物も含まれる。 

 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，再処理施設で想定する地震を要因とす

る重大事故等を踏まえ，「①内部ループへの通水による冷却」，「②貯槽等への通

水」，「③冷却コイル等への通水による冷却」，「④セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応」，「⑤水素爆発を未然に防止するための空気の供給」，

「⑥水素爆発の再発を防止するための空気の供給」，「⑦セルへの導出経路の構築

及び代替セル排気系による対応」，「⑧燃料貯蔵プール等への注水」，「⑨燃料貯蔵

プール等へのスプレイ」に必要となる可搬型重大事故等対処設備である。 

また，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も含まれる。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設を第 3.3-1表に示す。

また，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設等の耐震設計上考慮する区

分を第 3.3-2 表に示す。 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(1/6) 

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

内部ループへ

の通水による

冷却 

・代替安全冷却水系 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(冷却ジャケット等通水系) 

・主配管(内部ループ通水系、 

冷却コイル等通水系) 

・代替安全冷却水系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型膨張槽液位計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型冷却水流量計 

・可搬型漏えい液受皿液位計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型冷却コイル圧力計 

・代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

貯槽等への注

水 

・代替安全冷却水系 

・主配管(貯槽等注水系) 

 

・代替安全冷却水系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型貯槽液位計 

・可搬型機器注水流量計 

冷却コイル等

への通水によ

る冷却 

・代替安全冷却水系 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(内部ループ通水系、 

冷却コイル等通水系) 

・代替安全冷却水系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型冷却コイル通水流量計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型冷却コイル圧力計 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(2/6) 

 

 

 

  

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

セルへの導出

経路の構築及

び代替セル排

気系による対

応 

・代替安全冷却水系 

・主配管(凝縮器通水系) 

・代替安全冷却水系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・代替換気設備 

・主配管(代替換気系) 

・セル導出ユニットフィルタ 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

・第１エジェクタ凝縮器 

・気液分離器 

・主配管(凝縮液回収系) 

・主排気筒へ排出するユニット 

・主排気筒 

・代替換気設備 

・可搬型ダクト 

・可搬型フィルタ 

・可搬型排風機 

・可搬型配管 

・可搬型デミスタ 

・代替電源設備 

・可搬型発電機 

・代替所内電気設備 

・可搬型電源ケーブル 

・可搬型分電盤 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(3/6) 

 

  

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

セルへの導出

経路の構築及

び代替セル排

気系による対

応 

 

 

・計装設備 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型漏えい液受皿液位計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型凝縮器出口排気温度計 

・可搬型凝縮器通水流量計 

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・可搬型導出先セル圧力計 

・可搬型セル導出ユニットフィルタ 

差圧計 

・可搬型フィルタ差圧計 

・可搬型凝縮水槽液位計 

・放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備 

・代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ 

伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

・試料分析関係設備 

・放出管理分析設備 

・代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(4/6) 

 

  

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

水素爆発を未然に

防止するための空

気の供給 

・代替安全圧縮空気系 

・主配管(未然防止掃気系) 

・圧縮空気自動供給貯槽 

・圧縮空気自動供給ユニット 

・機器圧縮空気自動供給ユニット 

・代替安全圧縮空気系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型空気圧縮機 

・圧縮空気自動供給貯槽 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

・可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計 

・可搬型セル導出ユニット流量計 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計 

・可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計 

・可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット 

圧力計 

・可搬型圧縮空気自動供給ユニット 

圧力計 

水素爆発の再発を

防止するための空

気の供給 

・代替安全圧縮空気系 

・主配管(再発防止掃気系) 

・圧縮空気手動供給ユニット 

・代替安全圧縮空気系 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型空気圧縮機 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

・可搬型セル導出ユニット流量計 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型圧縮空気手動供給ユニット 

接続系統圧力計 

セルへの導出経路

の構築及び代替セ

ル排気系による対

応 

・代替換気設備 

・主配管(代替換気系) 

・廃ガスシールポット 

・セル導出ユニットフィルタ 

 

・セル導出設備 

・可搬型ダクト 

・代替換気設備 

・主排気筒へ排出するユニット 

・主排気筒 

・代替セル排気系 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(5/6) 

 

  

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

セルへの導出経路

の構築及び代替セ

ル排気系による対

応 

・代替換気設備 

・主配管(代替換気系) 

・廃ガスシールポット 

・セル導出ユニットフィルタ 

・主排気筒へ排出するユニット 

・主排気筒 

・代替換気設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・可搬型導出先セル圧力計 

・可搬型フィルタ差圧計 

・可搬型セル導出ユニットフィルタ 

差圧計 

・放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備 

・代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ 

伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

・試料分析関係設備 

・放出管理分析設備 

・代替電源設備 

・可搬型発電機 

・代替所内電源設備 

・可搬型分電盤 

・可搬型電源ケーブル 

46473



 

9 

 
第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設(6/6) 

 

 

 

 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

燃料貯蔵プール等

への注水 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・代替注水設備 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・代替安全冷却水系 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

・補助駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 

・計装設備 

・可搬型代替注水設備流量計 

燃料貯蔵プール等

へのスプレイ 

・水供給設備 

・第1貯水槽 

・注水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・スプレイ設備 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型スプレイヘッダ 

・代替安全冷却水系 

・ホース展張車 

・運搬車 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(1/52) 

 

 

 

 

 

 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

 

    使用済燃料貯蔵設備 

燃料取出し設備 

 ・燃焼度計測前燃料仮置きラック 

 ・燃焼度計測後燃料仮置きラック 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

・燃料取出し装置 A 

・燃料取出し装置 B 

    使用済燃料貯蔵設備 

燃料貯蔵設備 

 ・高残留濃縮度 BWR燃料貯蔵ラック 

 ・高残留濃縮度 PWR燃料貯蔵ラック 

 ・低残留濃縮度 BWR燃料貯蔵ラック 

 ・低残留濃縮度 PWR燃料貯蔵ラック 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

・燃料取扱装置 

(BWR燃料用） 

・燃料取扱装置 

(PWR燃料用) 

・燃料取扱装置 

(BWR 燃料及び PWR 燃料

用） 

・止水板 

 

    使用済燃料貯蔵設備 

燃料送出し設備 

 ・バスケット仮置き架台 

（実入り用） 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

・バスケット取扱装置 

・止水板 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(2/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

    溶解設備 

 ・溶解槽 

 ・第 1よう素追出し槽 

 ・第 2よう素追出し槽 

 ・中間ポット 

 ・ハル洗浄槽 

 ・水バッファ槽 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

・硝酸供給槽 B 

 

    清澄・計量設備 

 ・中継槽 

 ・清澄機 

 ・リサイクル槽 

 ・計量前中間貯槽 

 ・計量・調整槽 

 ・計量補助槽 

 ・計量後中間貯槽 

 ・不溶解残渣回収槽 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

前処理建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(3/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

    分離設備 

 ・溶解液中間貯槽 

 ・溶解液供給槽 

 ・抽出塔 

 ・第 1洗浄塔 

 ・第 2洗浄塔 

 ・TBP洗浄塔 

 ・抽出廃液受槽 

 ・抽出廃液中間貯槽 

 ・抽出廃液供給槽 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

    分配設備 

 ・プルトニウム分配槽 

 ・ウラン洗浄塔 

 ・プルトニウム溶液 TBP洗浄器 

 ・プルトニウム溶液受槽 

 ・プルトニウム溶液中間貯槽 

 ・プルトニウム洗浄器 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

    分離建屋一時貯留処理設備 

 ・第 1一時貯留処理槽 

 ・第 2一時貯留処理槽 

 ・第 3一時貯留処理槽 

 ・第 7一時貯留処理槽 

 ・第 8一時貯留処理槽 

 ・第 4一時貯留処理槽 

 ・第 6一時貯留処理槽 

 ・第 5一時貯留処理槽 

 ・第 9一時貯留処理槽 

 ・第 10一時貯留処理槽 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

    高レベル廃液濃縮設備 

高レベル廃液濃縮系 

 ・高レベル廃液供給槽 

 ・高レベル廃液濃縮缶 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(4/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

 

 

 

    溶媒回収設備 

溶媒再生系 

分離・分配系 

 ・第 1洗浄器 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム精製設備 

 ・プルトニウム溶液供給槽 

 ・第 1酸化塔 

 ・第 1脱ガス塔 

 ・抽出塔 

 ・核分裂生成物洗浄塔 

 ・逆抽出塔 

 ・ウラン洗浄塔 

 ・補助油水分離槽 

 ・TBP洗浄器 

 ・第 2酸化塔 

 ・第 2脱ガス塔 

 ・プルトニウム溶液受槽 

 ・油水分離槽 

 ・プルトニウム濃縮缶供給槽 

 ・プルトニウム濃縮缶 

 ・プルトニウム溶液一時貯槽 

 ・プルトニウム濃縮液受槽 

 ・プルトニウム濃縮液計量槽 

 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 

 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 

 ・リサイクル槽 

 ・希釈槽 

 ・プルトニウム洗浄器 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 

 

 

・TBP洗浄塔 

・TBP洗浄塔 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(5/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

 

 

 

    精製建屋一時貯留設備 

 ・第 1一時貯留処理槽 

 ・第 2一時貯留処理槽 

 ・第 3一時貯留処理槽 

 ・第 7一時貯留処理槽 

 ・第 4一時貯留処理槽 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

 

・第 5一時貯留処理槽 

 

・第 5一時貯留処理槽 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

溶液系 

 ・硝酸プルトニウム貯槽 

 ・混合槽 

 ・一時貯槽 

 ・定量ポット 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

 ・中間ポット 

 ・脱硝装置 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

    ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備 

 ・貯蔵ホール 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(6/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 

・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

     高レベル廃液貯蔵設備 

高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 ・高レベル濃縮廃液貯槽 

 ・高レベル濃縮廃液一時貯槽 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

    高レベル廃液貯蔵設備 

不溶解残渣廃液貯蔵系 

 ・不溶解残査廃液貯槽 

 ・不溶解残査廃液一時貯槽 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

    高レベル廃液貯蔵設備 

共用貯蔵系 

 ・高レベル廃液共用貯槽 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

    高レベル廃液ガラス固化設備 

 ・高レベル廃液混合槽 

 ・供給液槽 

 ・供給槽 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

    ガラス固化体貯蔵設備 

 ・高レベル廃液ガラス固化建屋の 

貯蔵ピット（収納管/通風管） 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

    ガラス固化体貯蔵設備 

 ・第 1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の 

第 1貯蔵ピット～第 4貯蔵ピット 

（収納管/通風管） 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(7/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・起因に対し発生防止を

期待する設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高レベル廃液ガラス固化 

廃ガス処理設備 

・廃ガス洗浄液槽 

・廃ガス洗浄器 

・主配管（高レベル廃液処理系） 

・主配管（溶液保持系） 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

・分離建屋と精製建

屋を接続する洞道 

・精製建屋とウラン・

プルトニウム混合脱

硝建屋を接続する洞

道 

・分離建屋と高レベ

ル廃液ガラス固化建

屋を接続する洞道 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(8/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

・使用済燃料輸送容器管

理建屋 

・使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋 

 

使用済燃料受入れ設備 

燃料取出し設備 

・燃料取出しピット 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

・使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋天井クレーン 

・燃料取出し装置 

 

使用済燃料の貯蔵施設 

使用済燃料貯蔵設備 

燃料移送設備 

・燃料移送水路 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

 

・燃料移送水中台車 

・燃料取出し装置 

・燃料取扱装置(BWR 燃料

用) 

・燃料取扱装置(PWR 燃料

用) 

・燃料取扱装置(BWR燃料及

び PWR燃料用)  
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(9/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

燃料貯蔵設備 

・燃料貯蔵プール(BWR 燃料用)，(PWR

燃料用)，(BWR燃料及び PWR燃料用) 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

・燃料取扱装置(BWR 燃料

用)  

・燃料取扱装置(PWR 燃料

用)  

・燃料取扱装置(BWR燃料及

び PWR燃料用)  

 

・チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン取扱ピット(チャンネルボッ

クス用) 

 

 

・チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン取扱ピット(バーナブルポイ

ズン用) 

 

 

・チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン取扱ピット(チャンネルボッ

クス及びバーナブルポイズン用) 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

・燃料取扱装置(BWR 燃料

用)  

・第 1 チャンネルボックス

切断装置 

 

・燃料取扱装置(PWR 燃料

用)  

・第 1 バーナブルポイズン

切断装置 

 

・燃料取扱装置(BWR燃料及

び PWR燃料用)  

・第 1 チャンネルボックス

切断装置 

・第 1 バーナブルポイズン

切断装置 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(10/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

燃料送出し設備 

・燃料送出しピット 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

・バスケット取扱装置 

・バスケット搬送機 

・燃料横転クレーン 

 

 

プール水浄化・冷却設備 

プール水冷却系 

・主配管(崩壊熱除去系，崩壊熱除去支

援系，漏えい抑制系)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 

・燃料取出し装置 

・使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋天井クレーン 

・燃料取扱装置(BWR 燃料

用) 

・燃料取扱装置(PWR 燃料

用) 

・燃料取扱装置(BWR燃料及

び PWR燃料用) 

・第 1 チャンネルボックス

切断装置 

・第 1 バーナブルポイズン

切断装置 

・バスケット取扱装置 

 

漏えい抑制設備 

 

兼用設備であるプール水冷却系(主配

管)，溢水防護設備(止水板)を参照 

 

－ － － 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(11/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

再処理設備本体 

 せん断処理施設 

  前処理建屋 

   ・前処理建屋 

    

  前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル

廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋/制御建屋/非常用電源建

屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/

主排気筒管理建屋間洞道 

   ・前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レ

ベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋/

非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷

却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋

間洞道 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

溶解施設 

溶解設備 

・中間ポット 

・ハル洗浄槽 

・中間ポット堰付サイホン分離ポット 

・放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受

皿 1 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系，冷却コイル

等通水系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

・主配管(溶液保持系，貯槽等注水系) 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(12/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

清澄・計量設備 

・中継槽 

・リサイクル槽 

・清澄機 

・計量前中間貯槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

・計量後中間貯槽 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

・主配管(溶液保持系，貯槽等注水系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系，冷却コイル

等通水系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

前処理建屋 

 

分離施設 

分離建屋 

 ・分離建屋 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

分離設備 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間貯槽 

 

・抽出廃液供給槽 

・放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受

皿 2 

・TBP洗浄塔流量計測ポット B 

・第 2 洗浄塔流量計測ポット/第 2 洗浄

塔エアリフトポンプバッファチューブ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系)  

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

 

 

 

・補助抽出廃液受槽 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(13/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

・主配管(漏えい液回収系，貯槽等注水

系) 

・主配管(溶液保持系，貯槽等注水系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系，冷却コイル

等通水系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

分離建屋  

分配設備 

・プルトニウム溶液受槽 

・プルトニウム溶液中間貯槽 

・ウラン洗浄塔流量計測ポット/ウラン

洗浄塔エアリフトポンプバッファチ

ューブ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系) 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(14/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

分離建屋一時貯留処理設備 

・第 1一時貯留処理槽 

・第 2一時貯留処理槽 

・第 3一時貯留処理槽 

・第 4一時貯留処理槽 

・第 6一時貯留処理槽 

・第 7一時貯留処理槽 

 

・第 8一時貯留処理槽 

・第 7一時貯留処理槽エアリフトポンプ

分離ポット 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理施設本体

用，内部ループ通水系) 

・主配管(溶液保持系，漏えい拡大防止

系，貯槽等注水系) 

・主配管(溶液保持系，貯槽等注水系) 

・主配管(漏えい拡大防止系，貯槽等注水

系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理施設本体

用，内部ループ通水系，冷却コイル等

通水系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系，未

然防止掃気系) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

・予備ウラン濃縮缶サイホ

ン B分離ポット 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(15/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

精製施設 

   精製建屋 

   ・精製建屋 

   ・地下水排水設備(精製建屋回り) 

 

 

－ 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

－ 

屋外 

 

 

 

 

 プルトニウム精製設備 

・プルトニウム溶液供給槽 

・プルトニウム溶液受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム濃縮缶供給槽 

・プルトニウム溶液一時貯槽 

・プルトニウム濃縮液受槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム濃縮液一時貯槽 

・プルトニウム濃縮液計量槽 

・プルトニウム濃縮液中間貯槽 

・プルトニウム濃縮缶 

・凝縮器 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本体

用，内部ループ通水系，冷却コイル等

通水系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系，

貯槽等注水系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

水素対策用セル導出系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策

用セル導出系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

水素対策用セル導出系，廃ガス貯留

系：TBP) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(16/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

 精製建屋一時貯留処理設備 

・第 1一時貯留処理槽 

・第 2一時貯留処理槽 

・第 3一時貯留処理槽 

 

・第 7一時貯留処理槽 

・精製建屋一時貯留処理槽第 1セル漏え

い液受皿 2 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系，冷却コイル

等通水系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系，

未然防止掃気系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系，

臨界事故時水素掃気系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

蒸発乾固対策用セル導出系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策

用セル導出系) 

   

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

 

 

・第 5一時貯留処理槽 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(17/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

脱硝施設 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

  ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 

 

・地下水排水設備(ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋・ウラン酸化物貯蔵建屋

周り) 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

溶液系 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 

・一時貯槽 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備

本体用，内部ループ通水系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備

本体用，内部ループ通水系，冷却コ

イル等通水系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系，

未然防止掃気系) 

 

 

 

－ 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

－ 

 

 

屋外 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

・ウラン脱硝建屋 

・ウラン酸化物貯蔵建屋 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

・凝縮廃液受槽セル漏えい液受皿 

・凝縮廃液貯槽セル漏えい液受皿 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(18/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

酸及び溶媒の回収施設 

酸回収設備 

  第 1酸回収系 

   ・第 1供給槽 

・第 2供給槽 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

分離建屋 

 

計測制御系統施設 

 制御建屋 

  ・制御建屋 

 

  ・地下水排水設備(制御建屋・分析建屋周

り) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

 

－ 

 

屋外 

 

 

 

 

 

 

・分析建屋 

・出入管理建屋 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(19/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

・第 1，第 2高性能粒子フィルタ 

・よう素フィルタ 

・よう素フィルタ第 1，第 2加熱器 

 

・凝縮器 

・デミスタ 

・廃ガス洗浄塔 

 

・主配管(廃ガス処理系，蒸発乾固対

策用セル導出系，水素対策用セル導

出系) 

・主配管(廃ガス処理系，蒸発乾固対

策用セル導出系) 

・主配管(廃ガス処理系,蒸発乾固対

策用セル導出系,水素対策用セル導

出系,貯槽等注水系) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

・塔槽類廃ガス処理室フ

ィルタ保守用クレーン 

 

 

・極低レベル廃ガス洗浄

塔 

 

  

46493



 

 

2
9
 

第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(20/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    塔槽類廃ガス処理系 

     ・第 1，第 2高性能粒子フィルタ 

・よう素フィルタ 

・よう素フィルタ第 1，第 2加熱器 

・凝縮器 

・デミスタ 

・廃ガス洗浄塔 

 

・主配管(廃ガス処理系，蒸発乾固対

策用セル導出系，水素対策用セル

導出系) 

・主配管(廃ガス処理系，貯槽等注水

系，蒸発乾固対策用セル導出系，

水素対策用セル導出系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

 

・極低レベル廃ガス洗浄

塔 

 

 

 

・補助抽出器エアリフト

ポンプ分離ポット 

  

46494
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(21/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム

系) 

     ・排風機 

・第 1，第 2高性能粒子フィルタ 

・よう素フィルタ 

・よう素フィルタ第 1，第 2加熱器 

・凝縮器 

・デミスタ 

・廃ガス洗浄塔 

・主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留

系:臨界、廃ガス貯留系:TBP) 

 

 

・主配管(廃ガス処理系，廃ガス貯留

系：臨界，蒸発乾固対策用セル導

出系，水素対策用セル導出系，廃

ガス貯留系：TBP) 

・主配管(廃ガス処理系，蒸発乾固対

策用セル導出系，水素対策用セル

導出系) 

・主配管(廃ガス処理系，廃ガス貯留

系：臨界) 

・主配管(廃ガス処理系，廃ガス貯留

系：臨界，水素対策用セル導出系) 

・主配管(廃ガス処理系，蒸発乾固対

策用セル導出系) 

・主配管(廃ガス処理系，水素対策用

セル導出系) 

・主配管(廃ガス処理系，水素対策用

セル導出系，廃ガス貯留系：TBP) 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 精製建屋屋

外) 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(22/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

・主配管(廃ガス処理系，貯槽等注水

系，蒸発乾固対策用セル導出系，

水素対策用セル導出系) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

精製建屋  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

・第 1排風機 

・第 1廃ガス洗浄塔 

・第 2廃ガス洗浄塔 

・第 3廃ガス洗浄塔 

・第 1高性能粒子フィルタ 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理系，

蒸発乾固対策用セル導出系，水素対

策用セル導出系) 

・主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留

系:臨界、廃ガス貯留系:TBP) 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

 

 

 

屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 主排気筒周

り) 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 

・高レベル廃液ガラス固化建屋 

 

・地下水排水設備(高レベル廃液ガ

ラス固化建屋周り) 

 

 

 

 

 

－ 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

－ 

 

屋外 

 

  

46496
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(23/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

・第 1，第 2高性能粒子フィルタ 

・よう素フィルタ 

・第 1，第 2加熱器 

・凝縮器 

・デミスタ 

・廃ガス洗浄塔 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理

系，代替換気系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備 

 前処理建屋換気設備 

  ・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

 

  

46497
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(24/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

 分離建屋換気設備 

  ・建屋排風機 

・グローブボックス・セル排気フィル

タユニット 

・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 分離建屋屋

外) 

 

 精製建屋換気設備 

・建屋排風機 

・セル排気フィルタユニット 

・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

・主配管(建屋換気系，廃ガス貯留系：

TBP) 

・主配管(建屋換気系，代替換気系，

廃ガス貯留系：TBP) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 精製建屋屋

外) 

 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46498
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(25/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主配管(建屋換気系，代替換気系，廃

ガス貯留系:TBP) 

 

機器・配管等の支持構

造物 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

前処理建屋/分離建屋

/精製建屋/高レベル

廃液ガラス固化建屋/

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋/制御建

屋/非常用電源建屋/

冷却水設備の安全冷

却水系/主排気筒/主

排気筒管理建屋間洞

道 

 

屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 主排気筒周

り) 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

・セル排風機 

・セル排気フィルタユニット 

・主配管(溶液保持系，建屋換気系，代

替換気系) 

・主配管(建屋換気系，代替換気系) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

屋外 

 

 

 

 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 高レベル廃液

ガラス固化建屋屋外) 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 主排気筒周

り) 

 

 

 

46499
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(26/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

主排気筒 

・主排気筒 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

屋外 

 

・飛来物防護板(主排気筒

接続用 屋外配管及び屋

外ダクト 主排気筒周

り) 

 

代替換気設備 

 (前処理建屋用) 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・セル導出ユニットフィルタ 

・廃ガス洗浄塔シールポット 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系，水

素対策用セル導出系) 

・主配管(水素対策用セル導出系) 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系，水

素対策用セル導出系，凝縮水回収系) 

・主配管(凝縮水回収系) 

・主配管(代替換気系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

 

 

 (分離建屋用) 

・高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

・第 1エジェクタ凝縮器 

・凝縮器 

・凝縮液分配器 

・セル導出ユニットフィルタ 

・廃ガスリリーフポット 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系，水

素対策用セル導出系) 

・主配管(凝縮水回収系) 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

 

46500
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(27/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

 (精製建屋用) 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・セル導出ユニットフィルタ 

・廃ガスポット 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系，水

素対策用セル導出系) 

・主配管(水素対策用セル導出系，廃ガス

貯留系:TBP) 

・主配管(廃ガス貯留系:臨界，蒸発乾固

対策用セル導出系，水素対策用セル導

出系，廃ガス貯留系:TBP) 

・主配管(凝縮液回収系) 

・主配管(代替換気系) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用) 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・セル導出ユニットフィルタ 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系) 

・主配管(蒸発乾固対策用セル導出系，水

素対策用セル導出系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

  

46501
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(28/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

 (高レベル廃液ガラス固化建屋用) 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・セル導出ユニットフィルタ 

・気液分離器 

・廃ガスシールポット 

・主配管(代替換気系) 

・主配管(凝縮液回収系) 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

 

  

46502
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(29/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

液体廃棄物の廃棄施設  

高レベル廃液処理設備 

 高レベル廃液濃縮設備 

  高レベル廃液濃縮系 

・高レベル廃液供給槽 

・高レベル廃液濃縮缶 

・主要弁(高レベル廃液濃縮缶の加

熱冷却切替弁) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備

本体用，内部ループ通水系) 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備

本体用，内部ループ通水系，冷却

コイル等通水系) 

・主配管(溶液保持系，貯槽等注水

系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系) 

・主配管(溶液保持系，廃ガス処理

系，高レベル廃液処理系，蒸発乾

固対策用セル導出系，水素対策用

セル導出系) 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

分離建屋 

 

 

 共用貯蔵系 

・高レベル廃液共用貯槽 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系，貯槽等注水系) 

   

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

46503
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(30/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

固体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液ガラス固化設備 

・高レベル廃液混合槽 

・供給液槽 

 

・供給槽 

・固化セル漏えい液受皿 

・供給槽第 2セル漏えい液受皿 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本体

用，内部ループ通水系，冷却コイル等

通水系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気系，

貯槽等注水系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

 

 

・高レベル廃液計量ポッ

ト A 

 

 

 

・アルカリ濃縮廃液中和

槽 

放射線管理施設 

 放射線監視設備 

  主排気筒管理建屋 

   ・主排気筒管理建屋 

  

  

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46504
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(31/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

   代替所内電気設備 

    ＜前処理建屋用＞ 

・重大事故対処用母線分電盤 

   

＜分離建屋用＞ 

・重大事故対処用母線常設分電盤 

   

＜精製建屋用＞ 

・重大事故対処用母線常設分電盤 

   

＜ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

用＞ 

・重大事故対処用母線常設分電盤 

   

＜高レベル廃液ガラス固化建屋用＞ 

・重大事故対処用母線分電盤 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

 

 

分離建屋 

 

 

精製建屋 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

補機駆動用燃料補給設備 

・第 1軽油貯槽 

・第 2軽油貯槽 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

屋外 

 

圧縮空気設備 

安全圧縮空気系 

＜前処理建屋用＞ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系) 

・主配管(水素掃気系，臨界事故時水素

掃気系，未然防止掃気系) 

 

＜分離建屋用＞ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系) 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

前処理建屋 

 

 

 

 

 

分離建屋 

 

 

46505



 

 

4
1
 

第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(32/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

＜精製建屋用＞ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系，臨界事故時水素掃気系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系) 

・主配管(水素掃気系，貯槽等注水系，

未然防止掃気系) 

・主配管(水素掃気系，臨界事故時水素

掃気系) 

 

＜ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

用＞ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系) 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系，再発防止掃気系，貯槽等注水系) 

 

＜高レベル廃液ガラス固化建屋用＞ 

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系)  

・主配管(水素掃気系，未然防止掃気

系，貯槽等注水系) 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

代替安全圧縮空気系 

＜前処理建屋用＞ 

・主配管(未然防止掃気系) 

・主配管(再発防止掃気系，貯槽等注水

系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

 

  

46506
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(33/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

＜分離建屋用＞ 

・圧縮空気自動供給貯槽 

・機器圧縮空気自動供給ユニット(ボ

ンベ) 

・圧縮空気手動供給ユニット(ボンベ) 

・主要弁(水素掃気の空気供給に係る

弁) 

・安全弁(水素掃気供給系統の過圧破

損防止に係る安全弁) 

・主配管(未然防止掃気系) 

・主配管(再発防止掃気系) 

・主配管(未然防止掃気系，貯槽等注水

系) 

・主配管(再発防止掃気系，貯槽等注水

系) 

 

＜精製建屋用＞ 

・圧縮空気自動供給貯槽 

・機器圧縮空気自動供給ユニット ボ

ンベ 

・圧縮空気手動供給ユニット ボンベ 

・主要弁(水素掃気の空気供給に係る

弁) 

・安全弁(水素掃気供給系統の過圧破

損防止に係る安全弁) 

・主配管(未然防止掃気系) 

・主配管(再発防止掃気系) 

・主配管(未然防止掃気系，臨界事故時

水素掃気系) 

・主配管(未然防止掃気系，貯槽等注水

系) 

・主配管(再発防止掃気系，貯槽等注水

系)  

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

 

46507
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(34/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

＜ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

用＞ 

・圧縮空気自動供給ユニット ボンベ 

・機器圧縮空気自動供給ユニット ボ

ンベ 

・圧縮空気手動供給ユニット ボンベ 

・主要弁(水素掃気の空気供給に係る

弁) 

・安全弁(水素掃気供給系統の過圧破

損防止に係る安全弁) 

・主配管(未然防止掃気系) 

・主配管(再発防止掃気系) 

・主配管(未然防止掃気系，貯槽等注水

系) 

・主配管(再発防止掃気系，貯槽等注水

系) 

 

＜高レベル廃液ガラス固化建屋用＞ 

・主配管(未然防止掃気系) 

・主配管(再発防止掃気系) 

・主配管(未然防止掃気系，貯槽等注水

系) 

・主配管(再発防止掃気系，貯槽等注水

系) 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

  

46508
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(35/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

給水施設及び蒸気供給施設 

 給水処理設備 

  第１保管庫・貯水所 

   ・第１保管庫・貯水所 

 

  第２保管庫・貯水所 

   ・第２保管庫・貯水所 

・地下水排水設備(第 2 保管庫・貯水

所周り) 

 

冷却水設備 

安全冷却水系 

＜再処理設備本体用：前処理建屋内部

ループ＞ 

以下は 2系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

 

以下は 1系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本

体用，サポート用冷却水系:再処理

設備本体用，内部ループ通水系) 

＜再処理設備本体用：分離建屋内部ル

ープ＞ 

以下は 2系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

 

 

 

－ 

 

 

－ 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

－ 

屋外 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離建屋 

 

46509
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(36/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

 

以下は 1系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

 

＜再処理設備本体用：精製建屋内部ル

ープ＞ 

以下は 2系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

 

以下は 1系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系) 

 

＜再処理設備本体用：ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋内部ループ＞ 

以下は 2系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・安全冷却水第 1中間熱交換器 

・冷水移送ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系 

機器・配管等の支持構

造物 

分離建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

46510
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(37/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

＜再処理設備本体用：高レベル廃液ガ

ラス固化建屋内部ループ＞ 

以下は 2系列の冷却系統 

・安全冷却水膨張槽 

・第 1，第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷

却水膨張槽 

・高レベル廃液共用貯槽冷却水膨張槽 

・安全冷却水中間熱交換器 

・第 1，第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷

却水中間熱交換器 

・高レベル廃液共用貯槽冷却水中間熱

交換器 

・安全冷却水ポンプ 

・第 1，第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷

却水ポンプ 

・高レベル廃液共用貯槽冷却水ポンプ 

・主配管(崩壊熱除去系：再処理設備本

体用，内部ループ通水系，冷却コイ

ル等通水系) 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

代替安全冷却水系 

＜前処理建屋用＞ 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(貯槽等注水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(凝縮器通水系) 

 

＜分離建屋用＞ 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(貯槽等注水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(凝縮器通水系) 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

 

 

 

 

 

分離建屋 

 

 

46511
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(38/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

1.常設耐震重要重大事故

等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，耐震重要施設

に属する設計基準事故に

対処するための設備が有

する機能を代替するも

の。 

 

＜精製建屋用＞ 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(貯槽等注水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(凝縮器通水系) 

 

＜ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

用＞ 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(貯槽等注水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(凝縮器通水系) 

 

＜高レベル廃液ガラス固化建屋用＞ 

・主配管(内部ループ通水系) 

・主配管(内部ループ通水系，冷却コイ

ル等通水系) 

・主配管(貯槽等注水系) 

・主配管(冷却コイル等通水系) 

・主配管(凝縮器通水系)  

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

精製建屋 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

その他の主要な事項 

溢水防護設備 

  ・溢水区画構造物：止水板 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

 水供給設備 

・第 1貯水槽 

・第 2貯水槽 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

第１保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所 

 

 
  

46512
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(39/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・常設重大事故等対処設

備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって常設のも

の。 

 

2.常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備 

 

常設重大事故等対処設備

であって，常設耐震重要

重大事故等対処設備以外

のもの。 

 

通信連絡設備 

   代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

 

 

 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

前処理建屋 

分離建屋 

精製建屋 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の遮蔽設備 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

 

計測制御系統施設 

 制御建屋 

  ・中央制御室遮蔽 

 

 

 

機器・配管等の支持構

造物 

 

 

制御建屋 

 

 

  

46513
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(40/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・内部ループへの通水に

よる冷却 

    代替安全冷却水系 

 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型建屋外ホース 

 ・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    計装設備 

 ・可搬型膨張槽液位計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型冷却水流量計 

・可搬型漏えい液受皿液位計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型冷却コイル圧力計 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替試料分析関係設備 

 ・可搬型試料分析設備 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(41/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・貯槽等への注水     代替安全冷却水系 

 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    計装設備 

 ・可搬型貯槽温度計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型貯槽液位計 

・可搬型機器注水流量計 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(42/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・冷却コイル等への通水

による冷却 

    代替安全冷却水系 

 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型建屋外ホース 

 ・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    計装設備 

 ・可搬型貯槽温度計 

・可搬型冷却コイル通水流量計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型冷却コイル圧力計 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(43/52) 

 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

    代替安全冷却水系 

 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型建屋外ホース 

 ・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・可搬型配管 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    計装設備 

 ・可搬型貯槽温度計 

・可搬型漏えい液受皿液位計 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

・可搬型冷却水排水線量計 

・可搬型凝縮器出口排気温度計 

・可搬型凝縮器通水流量計 

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・可搬型導出先セル圧力計 

・可搬型セル導出ユニット 

フィルタ差圧計 

・可搬型フィルタ差圧計 

・可搬型凝縮水槽液位計 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替電源設備 

 ・可搬型発電機 

 

・本体固縛保管設備 

 

 

・屋外 

・第 2保管庫・貯水所 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(44/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

代替所内電源設備 

 ・可搬型電源ケーブル 

 ・可搬型分電盤 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替換気設備 

 ・可搬型ダクト 

・可搬型フィルタ 

・可搬型排風機 

・可搬型配管 

・可搬型デミスタ 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

放射線監視設備 

 ・排気モニタリング設備 

  (主排気筒) 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(45/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

代替モニタリング設備 

 ・可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング用 

データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用 

発電機 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

試料分析関係設備 

 ・放出管理分析設備 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替試料分析関係設備 

 ・可搬型試料分析設備 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(46/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・水素爆発を未然に防止

するための空気の供給 

代替安全圧縮空気系 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・圧縮空気自動供給貯槽 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

計装設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

・可搬型水素掃気系統圧縮空気 

圧力計 

・可搬型セル導出ユニット流量計 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型かくはん系統圧縮空気 

圧力計 

・可搬型圧縮空気自動供給貯槽 

圧力計 

・可搬型機器圧縮空気自動供給 

ユニット圧力計 

・可搬型圧縮空気自動供給 

ユニット圧力計 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(47/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・水素爆発の再発を防止

するための空気の供給 

代替安全圧縮空気系 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・圧縮空気自動供給貯槽 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

計装設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

・可搬型セル導出ユニット流量計 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型圧縮空気手動供給 

ユニット接続系統圧力計 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(48/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

代替換気設備 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

計装設備 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・可搬型導出先セル圧力計 

・可搬型フィルタ差圧計 

・可搬型セル導出ユニット 

フィルタ差圧計 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

放射線監視設備 

 ・排気モニタリング設備 

  (主排気筒) 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(49/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング用 

データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用 

発電機 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    試料分析関係設備 

 ・放出管理分析設備 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・収納ラック固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(50/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系

による対応 

代替電源設備 

・可搬型発電機 

 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    代替所内電気設備 

・可搬型分電盤 

・可搬型電源ケーブル 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(51/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・燃料貯蔵プール等への

注水 

代替注水設備 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋外ホース 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    代替安全冷却水系 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    補助駆動用燃料補給設備 

 ・軽油用タンクローリ 

 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

    計装設備 

 ・可搬型代替注水設備流量計 

 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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第 3.3-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(52/52) 

耐震設計上の分類 機能別分類 設備 直接支持構造物 間接支持構造物 
波及的影響を 

考慮すべき施設 
・可搬型重大事故等対処

設備 

 

重大事故等が発生した場

合において，対処するた

めに必要な機能を有する

設備であって可搬型のも

の。 

 

・燃料貯蔵プール等への

スプレイ 

注水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

・本体固縛保管設備 

 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

・高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

スプレイ設備 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型スプレイヘッダ 

 

・収納箱架台固縛 

保管設備 

 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 

 

 

代替安全冷却水系 

・ホース展張車 

・運搬車 

 

・本体固縛保管設備 

 

・外部保管エリア 1 

・外部保管エリア 2 
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3.4 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針は，

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2. 耐震設計の基本方針」の「2.1 基本方

針」に示す重大事故等対処施設の耐震設計における基本方針を踏襲し，構造上の特徴，

重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地

震力により，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目的とし，重大事故等対処施設に係る技術基準規則

に適合する設計とする。 

 

(1) 起因に対し発生防止を期待する設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対して，閉じ込め機能，臨界防止機能，落下・転倒防止機能，崩壊熱の除去機能

を損なわない設計とする。 

 

(2) 対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対

して，想定する重大事故等を踏まえ，冷却機能，掃気機能，放出経路の維持機能，

貯水機能が損なわれない設計とする。 

 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管場所における基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，地震を要因として発

生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒防止のた

め固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等により地震を

要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない設計

とする。また，ホース等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管すること

により，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

(4) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力により，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対

処施設の必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

a. 建物・構築物 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地

震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計とする。

また，保管場所，重大事故等への対処に係る操作場所及びアクセスルートが確

保できる設計とする。 
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対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の

地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持できる設

計とする。具体的には，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構

築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有する設計とする。 

 

b. 機器・配管系 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備は，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変

形等の地震影響を考慮し，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対

処施設の必要な機能が維持できる設計とする。具体的には，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の

機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とした上で，そ

れ以外を適用する場合は各機能が維持できることを個別に示す。 

 

c. 対処する可搬型重大事故等対処設備設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力

によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，保管時に

地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持でき

る設計とする。具体的には，保管場所に保管及び固縛し，機器本体を安定した

状態で保管することで，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震後に地震を要因とし

て発生する重大事故等に対処するために必要となる機能が損なわれない設計と

する。 

 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力に対し，水平 2方向及び鉛直方向の組み合わせについて，基

準地震動Ｓｓに対する水平 2方向及び鉛直方向の組み合わせた影響を考慮して評

価するものとする。 

 

(6) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力を考慮しない施設の波及的影響によって，地震を要因とする

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

(7) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の建物・構築物につ
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いては，自重及び通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す

る。 

 

(8) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の構造計画及び配置

計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 
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4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力の設定 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力は，「Ⅵ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「6. 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」での「(2) 地震力の算定」に示すとおり，基準地震

動Ｓｓを1.2倍した地震力を適用する。 

具体的には，「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」

に示す解放基盤表面レベルで定義された基準地震動Ｓｓの加速度時刻歴波形の振幅を

1.2倍した地震動により算出した地震力とする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する

施設の基本構造と異なる施設については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し

て，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造

を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」を，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床

応答曲線の作成方針」を，それぞれ踏襲する。 

ここで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震動に対する耐震設計において，十分な保守

性を考慮して検討した基準地震動Ｓｓをさらに上回る地震動の設定として考慮する2割

の増分は，評価の前提として設定したもので，詳細な工学的な根拠を有するものではな

い。また，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設を設置する建物・

構築物に対する耐震設計で，せん断ひずみが建物・構築物の終局状態以上に達しないよ

うに設計すること，そのために床スラブを概ね弾性設計にすること，壁をせん断ひずみ

度に追従できるよう強度を有する設計とすること等により，終局状態(4000μ)に対して

十分な裕度を確保する設計としていることも相まって，地盤の諸定数に関するばらつき

の影響を精緻に考慮する性質のものではない。 

なお，床応答曲線の作成において，起因に対して発生防止を期待する設備，対処する

常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を確保すること

を確認するため，床応答スペクトルに変動を与える要因及び耐震解析の対象となる設備

の解析モデルと実機との間に生じる固有周期の差分を考慮し，評価の確実性を確保する

観点から，床応答スペクトルを周期方向に±10％の拡幅を行う。 

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平１方向及び鉛直方

向地震力を組み合わせた耐震計算への影響が考えられる施設，設備を抽出し，建物・構

築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，耐震性に

及ぼす影響を評価する。 

応答スペクトル及び加速度時刻歴波形を第4-1図，第4-2図に示す。 
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第 4-1図(1) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(NS方向) 
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第 4-1図(2) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(EW方向) 
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第 4-1図(3) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(UD方向) 
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第 4-1図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル(水平方向) 
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第 4-1図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル(鉛直方向) 
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(a) 1.2×Ｓｓ－ＡＨ 

 

 

 

(b) 1.2×Ｓｓ－ＡＶ 

 

第 4-2図(1) 1.2×Ｓｓ－ＡＨ，1.2×Ｓｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

(b) EW方向 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(2) 1.2×Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(3) 1.2×Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(6) 1.2×Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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(a) 水平方向 

 

 

(b) 鉛直方向 

 

第 4-2図(7) 1.2×Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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(a) ダム軸方向 

 

 

(b) 上下流方向 

 

 

(c) 鉛直方向 

 

第 4-2図(8) 1.2×Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 

(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第 4-2図(9) 1.2×Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 

(b) EW方向 

 

第 4-2図(10) 1.2×Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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5. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求される機能及び機能

維持の方針 

5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求される機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，「3.2 基本方針」に

示すとおり，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，必要な機能が損なわれる

おそれがないことを確認する。これを踏まえ，地震を要因とする重大事故等に対する

重大事故等対処施設ごとに要求される機能を整理するとともに，要求される機能を踏

まえた施設ごとの耐震設計の機能維持の方針を示す。 

 

(1) 建物・構築物 

a. 要求機能 

起因に対し発生防止を期待する設備又は対処する常設重大事故等対処設備を

設置する建物・構築物又は対処する可搬型重大事故等対処設備を架台等にて保

管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，要求され

る機能は以下の通りである。 

(a) 制御室の遮蔽機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模

なコンクリートの剥離に至らず，必要な遮蔽厚さが大きく損なわれないこと

で，制御室における居住性を維持できるようにする。 

(b) 支持機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，支持部のコンクリートが完全

に失われて重大事故等対処に係る設備が脱落しないようにする。 

(c) 操作場所及びアクセスルートの保持機能並びに保管場所の保持機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模

なコンクリートの剥離に至らず，安全な保管場所，アクセスルート及び操作

場所が確保できるようにする。 

(d) 貯水機能 

地震時及び地震後において，重大事故等への対処に必要な水を確保するた

め，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強度を確保すること

で貯水機能を維持できるようにする。 

(e) 放出経路の維持機能 

放射性物質の放出経路の維持機能を有する排気筒は，放射性物質(気体)の

流路を構成する部位及びその支持構造物で構成する構造部材が損傷しないこ

とにより放出経路を適切に維持することから，構造強度によりその機能を維

持できるようにする。 

(f) 地下水排水機能 
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地震時及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を排水するため，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して，地下水排水設備が一定程度変

形したとしても，サブドレンシャフト・サブドレンピット躯体が崩落や倒壊

に至らず，集水管及びサブドレン管の内空を確保することで地下水排水機能

を維持できるようにする。 

 

b. 機能維持 

重大事故等への対処方法を踏まえ建物・構築物が一定程度変形したとしても，

必要な支持力が維持されて各設備が脱落しない設計とすること，及び，建物・

構築物が一定程度変形したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリ

ートの剥離に至らない状態に留まり，安全な保管場所，アクセスルート及び操

作場所が確保できる設計とすることにより，重大事故等対処の実施に対して妨

げにならないことを確認する。 

(a) 制御室の遮蔽機能 

制御室の遮蔽機能に対しては，建物・構築物が一定程度変形したとしても，

床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らず，必要な遮蔽厚

さが大きく損なわれないことで，制御室における居住性を維持できることを

構造強度の確保により確認する。 

(b) 支持機能 

支持機能の維持に対しては，建物・構築物の変形に対して重大事故等対処

に係る設備が脱落しないよう，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，

重大事故等対処に係る設備を支持する部位が，原則として安全機能を有する

施設の基準地震動Ｓｓに対する評価における支持機能に係る許容限界を超え

ないことを構造強度の確保により確認する。 

(c) 保管場所，操作場所及びアクセスルートの保持機能 

安全な保管場所，操作場所及びアクセスルートに対しては，安全な保管場

所，操作場所及びアクセスルートを構成する床の崩落や壁の倒壊，大規模な

コンクリートの剥離に至らないよう，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対して建物・構築物全体が崩壊系に至らないことの確認及び支持地盤が建物・

構築物を十分に支持できることを構造強度の確保により確認する。 

(d) 貯水機能 

貯水機能の維持に対しては，貯水機能の維持が要求される鉄筋コンクリー

ト造の壁及び床が，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対しておおむね弾

性状態に留まることを構造強度の確保により確認する。 

(e) 放出経路の維持機能 

放出経路の維持機能に対しては，各貯槽等から排気筒までの放射性物質(気
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体)の流路を構成する部位及びその支持構造物で構成する構造部材が基準地

震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して損傷しないことにより放出経路を適切

に維持できることを設備の構造強度により確認する。 

(f) 地下水排水機能 

地下水排水機能の維持に対しては，地下水排水機能が要求される施設であ

る地下水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及びサブドレン

シャフト)は，サブドレンシャフト・サブドレンピット躯体が崩落や倒壊に至

らず，集水管及びサブドレン管の内空を確保するよう，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対して地下水排水設備全体の地下水排水機能が維持できるこ

とを構造強度の確保により確認する。 

 

(2) 起因に対し発生防止を期待する設備 

a. 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，起因に

対し発生防止を期待する設備に対して，要求される機能は，以下の通りであ

る。 

(a) 閉じ込め機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで閉じ込め機能を維持できるようにする。 

(b) 臨界防止機能 

地震時及び地震後において，臨界の発生を防止するため，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震動に対して，構造強度を確保することとともに，核的制限

値の維持に必要な形状寸法管理，複数の機器間の面間距離の維持として地震

時において発生する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持で

きるようにする。 

(c) 落下・転倒防止機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで落下・転倒防止機能を維持できるようにする。 

(d) 崩壊熱等の除去機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで崩壊熱等の除去機能を維持できるようにする。 

 

b. 機能維持 
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地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち、機器・

配管系の重大事故等の対処に必要となる以下の機能を維持する設計とする。 

(a) 閉じ込め機能 

閉じ込め機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，重

大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，閉じ込め機能が

維持できることを確認する。 

構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，塑性

域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことが

ない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，必

要な機能が維持できることを確認した許容限界を設定する。 

(b) 臨界防止機能 

臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，重

大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，臨界防止機能が

維持できることを確認する。 

構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，塑性

域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことが

ない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，必

要な機能が維持できることを確認した許容限界を設定する。 

(c) 落下・転倒防止機能 

落下・転倒防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後におい

て，重大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，落下・転

倒防止機能が維持できることを確認する。 

(d) 崩壊熱等の除去機能 

崩壊熱等の除去機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後におい

て，重大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，崩壊熱等

の除去機能が維持できることを確認する。 

 

(3)対処する常設重大事故等対処設備 

a.要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，対処す
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る常設重大事故等対処設備の重大事故等の対処に要求される機能は，以下の

通りである。 

(a) 冷却機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで冷却機能を維持できるようにする。 

(b) 掃気機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで掃気機能を維持できるようにする。 

(c) 放出経路の維持機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで放出経路の維持機能を維持できるようにする。 

(d) 貯水機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで貯水機能を維持できるようにする。 

(e) 支援機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に

必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，

構造強度を確保することで支援機能を維持できるようにする。 

 

b.機能維持 

(a) 冷却機能 

冷却機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の

対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対

して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，冷却機能が維持できること

を確認する。 

(b) 掃気機能 

掃気機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の

対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対

して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，掃気機能が維持できること

を確認する。 

(c) 放出経路の維持機能 

放出経路の維持機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重
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大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，放出経路の維持

機能が維持できることを確認する。 

(d) 貯水機能 

貯水機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の

対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対

して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，貯水機能が維持できること

を確認する。 

(e) 支援機能 

貯水機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の

対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対

して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，支援機能が維持できること

を確認する。 

 

(4) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される機能及び機能維持について，

以下に示す。 

また，「Ⅵ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」の対象とな

る重大事故等への対処に必要な対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される

機能及び機能維持についても合わせて整理する。 

なお，重大事故等への対処に必要な対処する可搬型重大事故等対処設備に適用

する地震力は，対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所と同一の場合は，

その対処する可搬型重大事故等対処設備に適用する地震力である基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力を適用する。それ以外の場合は，基準地震動Ｓｓの地震力を

適用することとし，読み替えて適用する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，構造上の特徴を踏まえた設備分類に基

づいて整理する。 

 

a. 設備分類 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計を行うに当たり，当該

設備を支持する構造を含む各設備の構造により，以下のとおり分類する。 

(a) 車両型設備 

移動機能を有する車両等に冷却水を送水するポンプ，駆動源となる内燃

機関等の機器を積載し，ボルト等で固定し，地盤安定性を有する屋外の保

管場所に固定せずに保管する機器を車両型設備として分類する。 

(b) 可搬型ユニット設備 
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台車上に搭載したコンテナ内にユニット設備を搭載し，台車を耐震性の

有する建屋内の保管場所の床にボルトで固定して保管する設備を可搬型ユ

ニットとして分類する。 

(c) その他設備 

上記以外の設備で，耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を

有する屋外の保管場所において，床又は壁にボルトで固定した架台又は収

納ラックに保管，床にスリング等で固縛する設備をその他設備として分類

する。 

 

b. 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，対処す

る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわないこと及び地震時において他の設備に悪影響を及ぼさないことが要

求される。 

 

c. 機能維持 

(a) 車両型設備 

車両型設備に必要となる送水機能，支援機能，転倒防止機能，移動機能及

び積載物支持機能を維持する設計とする。 

車両型設備は，地震時において車両型設備全体としての安定性を有するこ

と及び地震後において重大事故等に対処するために必要な送水等の機能を維

持し，容易に移動できる設計とする。 

車両型設備は，地震後において他の対処する可搬型重大事故等対処設備を

含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するため

に必要な送水等の機能や移動機能が損なわれない設計とする。 

また，地震時において他の対処する可搬型重大事故等対処設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

(b)可搬型ユニット設備 

可搬型ユニット設備は，地震時において機器全体としての安定性を有する

こと及び地震後において重大事故等に対処するために必要な燃料貯蔵プール

状態監視カメラへ送気する機能，支持機能，電気的機能を維持する設計とす

る。 

可搬型ユニット設備は，地震後において他の対処する可搬型重大事故等対

処設備等を含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対

処するために必要な機能を維持できることを損なわれない設計とする。 
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また，地震時において他の対処する可搬型重大事故等対処設備等に波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

 

(c) その他設備 

その他設備に必要となる閉じ込め機能，支援機能，送水機能，転倒防止機

能を維持する設計とする。 

その他設備は，地震時において保管状態を含めた機器全体としての固縛の

安定性を有すること及び地震後において重大事故等に対処するために必要な

計測，給電等の機器の機能を維持する設計とする。 

その他設備は，地震後において他の対処する可搬型重大事故等対処設備等

を含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するた

めに必要な計測，給電等の機能を維持できることを損なわれない設計とする。 

また，地震時において他の対処する可搬型重大事故等対処設備等に波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.2 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能維持の基本方針 

5.2.1 機能維持の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計において

は，必要な機能である制御室の遮蔽機能，貯水機能，放出経路の維持機能，支持

機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，地下水排

水機能，閉じ込め機能，臨界防止機能，落下・転落防止機能，崩壊熱の除去機能，

冷却機能，掃気機能を維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される制御室の遮蔽機能，貯水機能，放出経路の維持機能，

操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持機能に

ついては，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される

施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備に要求される閉じ込め機能，臨界防止機能，

落下・転倒防止機能，崩壊熱の除去機能については，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能

を維持できる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備に要求される閉じ込め機能については，構

造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限

界を適切に設定することで機能を維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備に要求される冷却機能，掃気機能，放出経路

の維持機能，貯水機能については，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，

当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計と
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する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される機能は，設備の特性に応じて，

構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を

適切に設定することで機能が維持できる設計とする。 

 

(1) 構造強度 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震動の地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考

慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計

上の考慮を行う。 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

(a) 建物・構築物 

「Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(2) 重大事故等対処施設」の「a. 建物・構築物」に基づく設計とする。

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も同様

に適用する。 

(b) 機器・配管系 

「Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(2) 重大事故等対処施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態 

再処理施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又

は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処

設備の機能を必要とする状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然

条件(積雪，風)。 

 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

「Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重
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大事故等対処施設」の「a. 建物・構築物」に基づく設計とする。「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に「地震力」を「基準地震動 Ssを 1.2

倍した地震力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も同様

に適用する。 

(b) 機器・配管系 

「Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重

大事故等対処施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載

荷重とする。 

常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とす

る。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事

故等起因の荷重は考慮しない。 

ハ. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力，積雪荷重及び風荷重 

基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を考慮する。屋外に保管する設備に

ついては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下による

ものとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力を組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は

対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は
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対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建

物・構築物について，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び地震を要因とする重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組合せ

については，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積

等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力，弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。 

 

(b) 機器・配管系 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，通

常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力とを組み合

わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常

時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力とを組み合わ

せる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時

に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組合せにつ

いては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を

考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，

建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対

処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わ

せる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方

について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。

ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。 
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d. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して

明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないことがある。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力と通

常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

(c) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力との組み合わせ

を考慮する。 

(d) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力との組み

合わせを考慮する。 

(e) 重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力による荷重

の組み合わせについては，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力が重大事故等

の発生の要因として考慮した地震であり，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震

力の荷重は重大事故等が発生する前の通常時に作用する荷重であることから，

重大事故等時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力による荷重

が重なることはない。 

 

e. 許容限界 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した重大事故の発生を仮定

する貯槽等は，閉じ込め機能を維持するため，き裂や破損が生じない及び転

倒しない設計とする。 

臨界防止機能の確保に対しては，地震による変形等により臨界に至らない

設計とする。 

落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確保に対しては，放射性物質

を内包する容器等を搬送する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しな

い設計とする。 

崩壊熱除去機能の確保に対しては，収納管及び通風管の破損により冷却空

46557



 

93 

 

気流路が閉塞しない設計とする。。 

上記を機能維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とす

る。それ以外を適用する場合は，起因に対し発生防止を期待する設備の必要

な機能が維持できることを確認した許容限界を設定する。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の液体，気体を保有する機能，蒸気を凝

縮する機能，閉じ込め及び遮蔽機能等の重大事故等への対処に必要な機能を

維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能

に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外

を適用する場合は，対処する常設重大事故等対処設備の必要な機能が維持で

きることを確認した許容限界を設定する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬

型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備の積載物支持機能及び転倒防止機能に

係る取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの 1.2倍の地震力に対し，

塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすこ

とがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，

対処する可搬型重大事故等対処設備の必要な機能が維持できることを確認し

た許容限界を設定する。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能，支援機能，移動機能，積

載物支持機能及び転倒防止機能の維持が必要な設備については，その機能が

維持できる許容限界を適切に設定する。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備

を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備

を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築

物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形
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(4000μ)を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対

処施設に必要な機能が維持できる設計とする。その上で十分な余裕を確保す

るため，許容限界を重大事故等対処施設の許容限界である 2000μ に設定と

し，起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備

及び対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される機能が維持できるよう

妥当な安全余裕を有することとする。なお，許容限界の 2000μを上回る部位

が確認された場合には，施設としての終局状態に至らず，機能が維持できる

ことを確認する。 

終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくと

き，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往

の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

(2) 機能維持 

a. 建物・構築物 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に必要となる機能

のうち，建物・構築物に要求される支持機能，操作場所及びアクセスルートの

保持機能並びに保管場所の保持機能の機能維持の方針を示す。 

(a) 支持機能の維持 

機器・配管系の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，

地震時及び地震後において，被支持設備となる地震を要因とする重大事故等

に対する重大事故等対処施設の機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる

設計とする。 

支持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，

耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に

生じる応力若しくはひずみが許容限界を超えない設計とすることで，機器・

配管系に対する支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，支持機能を確保できる。さらに，耐震壁以外の

建物・構築物の部位における支持機能の維持をより確実なものとする観点で，

機器・配管系の設備を間接的に支持する耐震壁以外の壁及び床スラブについ

て，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力により面内に発生する応力に対して，

支持部のコンクリートが完全に失われない状態に留まり，支持機能を損なわ

ないことを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し
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ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

 

(b) 制御室の遮蔽機能，操作場所，アクセスルート及び保管場所の保持機能の

維持 

制御室の遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

地震を要因とする重大事故等に対処するために必要となる制御室の居住性を

保持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強度を確

保することで，地震を要因とする重大事故等に対処するために必要となる制

御室の遮蔽機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，制御室における居住性を確保できる。さらに，

耐震壁以外の建物・構築物の部位における制御室の遮蔽機能の維持をより確

実なものとする観点で，制御室を構成する耐震壁以外の壁及び床スラブにつ

いて，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力により面内に発生する応力に対し

て，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留

まり，必要な遮蔽厚さが大きく損なわれないことで，制御室における居住性

が確保できることを定量的に確認する。 

操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，地震

時及び地震後において，地震を要因とする重大事故等に対処するために必要

となる対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所，操作場所及びアクセ

スルートを保持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構

造強度を確保することで，地震を要因とする重大事故等に対処するために必

要となる操作場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計とする。 

保管場所，操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施

設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界

を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力若しくはひずみが許容

限界を超えない設計とすることで，地震を要因として発生する重大事故等に

対処するために必要となる操作場所及びアクセスルートの保持機能が維持で

きる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，保管場所，操作場所及びアクセスルートの保持
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機能を確保できる。さらに，耐震壁以外の建物・構築物の部位における保管

場所，操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持をより確実なものとす

る観点で保管場所，，操作場所及びアクセスルートを構成する耐震壁以外の

壁及び床スラブについて，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力により面内に

発生する応力に対して，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離

に至らない状態に留まり，保管場所，操作場所及びアクセスルートが確保で

きることを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

 

(c) 貯水機能の維持 

貯水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，地震を

要因とする重大事故等に対処するために必要となる貯水機能を保持するため，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して，構造強度を確保することで，

地震を要因とする重大事故等に対処するために必要となる貯水機能が維持で

きる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，貯水機能を確保できる。さらに，耐震壁以外の

建物・構築物の部位における貯水機能の維持をより確実なものとする観点で，

を構成する耐震壁以外の壁及び床スラブについて，基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力により面内に発生する応力に対して，床の崩落や壁の倒壊，大規

模なコンクリートの剥離に至らない状態に留まり，貯水設備が確保できるこ

とを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

 

(d) 放出経路の維持機能の維持 

放出経路の維持機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，地震を要因とする重大事故等に対処するために必要となる放出経路の維
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持機能を保持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造

強度を確保することで，地震を要因とする重大事故等に対処するために必要

となる放出経路の維持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，放出経路の維持機能を確保できる。さらに，耐

震壁以外の建物・構築物の部位における放出経路の維持機能の維持をより確

実なものとする観点で，を構成する耐震壁以外の壁及び床スラブについて，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力により面内に発生する応力に対して，床

の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留まり，

放出経路の維持機能が確保できることを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

 

(e) 地下水排水機能の維持 

地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

地震を要因とする重大事故等に対処するために必要となる地下水排水機能を

保持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，地下水排水機

能が維持できる設計とする。 

サブドレンシャフトは，管軸方向に発生する応力が許容限界を満足するこ

とで，管全体が崩壊系に至らないことを確認する。 

サブドレンピットは，壁がせん断ひずみの許容限界を満足することで，躯

体が崩落や倒壊に至らないことを確認する。 

集水管・サブドレン管は，岩盤またはマンメイドロックを掘り込んだ空隙

内に設置されている関係上，岩盤またはマンメイドロックが大幅に損傷しな

い限り地下水排水機能は維持でき，各建物・構築物の地盤の支持性能を確保

することによって満足できる。さらに，集水管・サブドレン管における地下

水排水機能の維持をより確実なものとする観点で，基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力により発生する応力に対して，地下水排水機能を損なわないこと

を定量的に確認する。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 
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b. 機器・配管系 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に必要となる機能

のうち，機器・配管系に要求される閉じ込め機能，臨界防止機能，落下・転落

防止機能，崩壊熱の除去機能，冷却機能，掃気機能，放出経路の維持機能，貯

水機能の機能維持については，「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確

保することで，当該機能が維持できる設計とする。 

 

 

c. 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，構造上の特徴を踏まえた設備分類に

基づいて機能維持の方針を示す。 

 

(a) 車両型設備 

車両型設備は，サスペンションを有し，地震に対する影響を軽減できる構

造とし，間接支持構造物として車両又は台車にポンプ等を取付ボルトにより

据え付ける構造であるとともに，早期の重大事故等への対処を考慮し，自走

等にて移動できる構造とし，車両，台車，ポンプ等で構成する構造とする。

また，地盤安定性を有する屋外の保管場所の地面等に固定せずに保管する。 

車両型設備の転倒防止機能については，当該機能が要求される各施設の特

性に応じて，転倒防止機能が維持できることを確認する。 

車両型設備の送水機能は，当該機能が要求される各施設の特性に応じて動

的機能を維持する設計とする。 

車両型設備の移動機能については，当該機能が要求される各施設の特性に

応じて，移動機能が維持できることを確認する。 

イ. 転倒防止機能の維持 

ポンプ等の機器を積載している車両全体は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，加振試験により

転倒しないことを確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認

し，転倒防止機能が維持できる設計とする。 

転倒防止機能の評価方針は，基準地震動の 1.2倍した地震力による車両

を設置する地表面の最大応答加速度に対し，それ以上の最大加速度によっ

て実施した加振試験により転倒しないことを確認する。 

ロ. 動的機能維持 

冷却機能として動的機能が要求される車両に積載しているポンプ，内燃

機関等の回転機器は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，保管場

所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，
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加振試験により，動的機能を維持できることを確認した加振台の最大加速

度以下であることにより確認し，送水機能が維持できる設計とする。 

動的機能の評価方針は，基準地震動の 1.2倍した地震力による車両を設

置する地表面の最大応答加速度に対し，それ以上の最大加速度によって実

施した加振試験により，ポンプの送水機能及び内燃機関の駆動機能等の動

的機能が維持できることを確認する。 

ハ. 移動機能の維持 

移動機能が要求される車両部は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを

考慮しても，加振試験により車両型設備としての自走又は牽引等による移

動機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることに

より確認する。 

支持機能及び移動機能の評価方針は，基準地震動の 1.2倍した地震力に

よる車両を設置する地表面の最大応答加速度に対し，それ以上の最大加速

度によって実施した加振試験により，車両部の積載物の支持機能及び車両

型可搬設備としての自走による移動機能を維持できることを確認する。 

ニ. 積載物支持機能の維持 

積載物支持機能が要求される車両部の積載物の支持部の取付ボルトは，

基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，加振試験にて得られる応答加

速度において，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，積載物支持機能

が維持できる設計とする。積載物支持機能が要求される車両部は，保管場

所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，

加振試験により積載物の支持機能を維持できることを確認した加振台の最

大加速度以下であることにより確認する。 

 

(b) 可搬型ユニット設備 

可搬型ユニット設備は，台車上に搭載したコンテナ内にユニット設備を搭

載し，台車を耐震性の有する建屋内の保管場所の床にボルトで固定して保管

するともに，早期の重大事故等への対処を考慮し，けん引車による牽引にて

移動できる構造とし，台車，コンテナ及びコンテナ内搭載設備等で構成する

構造とする。 

可搬型ユニット設備の転倒防止機能については，「5.2.1(1) 構造強度」に

基づく構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて，

転倒防止機能が維持できることを確認する。 

可搬型ユニット設備の燃料貯蔵プール状態監視カメラへ送気する機能，支

持機能，電気的機能等は，当該機能が要求される各施設の特性に応じて動的
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機能を維持する設計とする。 

 

イ. 転倒防止機能の維持 

可搬型ユニット設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，コ

ンテナ内搭載設備及び台車の取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

することを計算により確認し，転倒防止機能が維持できる設計とする。 

ロ. 動的及び電気的機能維持 

可搬型ユニット設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，保

管場所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮して

も，加振試験により，動的機能を維持できることを確認した加振台の最大

加速度以下であることにより確認し，燃料貯蔵プール状態監視カメラへ送

気する機能，支持機能，電気的機能が維持できる設計とする。 

動的及び電気的機能の評価方針は，基準地震動の 1.2倍した地震力によ

る可搬型ユニット設備を設置する設置床の最大応答加速度に対し，それ以

上の最大加速度によって実施した加振試験により，動的及び電気的機能等

が維持できることを確認する。 

 

(c) その他設備 

その他設備は，「5.2.1(1)構造強度」で設定している耐震設計上考慮する状

態，荷重の種類，荷重の組合せを踏まえ，以下の構造とする。 

・収納箱拘束保管（計器類） 

緩衝材を内装した箱に収納し，収納箱を収納ラック又は架台にスリング

等で固縛する。 

・ボルト固定保管（可搬型空気圧縮機等） 

床にボルト等で固定し保管する。 

・本体固縛保管設備（可搬型気象観測用発電機等） 

床にスリング等で固縛し保管する。 

 

その他設備に使用しているスリング等は，基準地震動の 1.2倍した地震

力に対し，対象設備の重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設定す

るとともに，保管場所の床面の最大加速度によりスリング等が受ける荷重

を考慮して選定を行う。スリング等の支持機能については保管状態を模擬

した加振試験により確認する。 

その他設備の転倒防止機能については，各保管方法の特徴を踏まえ，

「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確保する又は当該機能が要求
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される各施設の特性に応じて，転倒防止機能が維持できることを確認する。 

その他設備の閉じ込め機能及び支援機能は，当該機能が要求される各施

設の特性に応じて動的機能及び電気的機能を維持する設計とする。 

転倒防止機能，動的機能及び電気的機能の機能維持の方針を以下に示す。 

その他設備は，重大事故等に対し，地震後においても，保管状態を含め

た機器全体としての固縛の安定性及び重大事故等に対処するために必要な

計測，給電等の機能を維持するために，水位，圧力等を計測する機能，必

要な負荷へ給電する機能等を有する設備を床にボルトで固定した架台又は

収納ラックに保管又は壁等にスリング等で固縛する設計とする。 

その他設備は，地震後において他の対処する可搬型重大事故等対処設備

を含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処する

ために必要な計測，給電等の機能が損なわれないよう，適切に保管する設

計とする。 

また，地震時において他の対処する可搬型重大事故等対処設備に悪影響

を及ぼさないように，適切に固縛する設計とする。 

 

イ. 転倒防止機能の維持 

収納箱に収納し，床又は壁にボルトで固定した収納ラック又は架台に

スリングで固縛する対処する可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の

最大応答加速度が，加振試験により転倒を防止するために設置している

スリング等の健全性を確認した加振台の最大加速度以下であることによ

り確認する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備の本体を直接スリングで固縛又は

ボルトで固定し保管する設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度が，加振試

験により転倒を防止するために設置しているスリング等の健全性を確認

した加振台の最大加速度以下であることにより確認する。 

ロ. 動的機能維持 

動的機能が要求されるその他設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地

震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度が，

加振試験により動的機能を維持できることを確認した加振台の最大加速

度以下であることにより確認する。 

ハ. 電気的機能維持 

電気的機能が要求されるその他設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力に対し，保管場所における設置床の最大応答加速度が，加振試験
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により電気的機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下

であることにより確認する。 

 

5.2.2 機能維持における耐震設計上の考慮事項 

「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」を踏まえ，地震を要因とする重大事

故等に対する重大事故等対処施設の機能維持における耐震設計上の考慮事項を以

下に示す。 

 

(1) 設計用地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設における設計用地震

力は，「4. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の設定」にて設定した動的地震動

を用いる。 
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第5.2.2-1表 設計用地震力 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

水平 鉛直 摘要 

建物・ 

構築物 
① 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

荷重の組合せは，組

合せ係数法又は二乗

和平方根(SRSS)法に

よる。 

機器・ 

配管系 
② 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

荷重の組合せは，二

乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法によ

る。 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設並びに対処する可搬型

重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設 

②：起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等

対処設備 
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(2) 構造強度 

a. 構造強度上の制限 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計につい

ては，「5.2.1 機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」に示す考え方に基

づき，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が加わった場合，これらに生じる応力

とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，地震を要因とする重大事故等に

対する重大事故等対処施設に要求される機能が維持できるように十分に余裕を

見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。 

建物・構築物は，終局状態(耐震壁のせん断ひずみ度が4000μ)に対して十分

な裕度を確保するため，原則として許容限界を重大事故等対処施設の許容限界

である2000μ以下に留まる設計とし，一部で2000μを超える場合は，当該部位

に対して重大事故等の対処ができることを確認する。 

機器・配管系は，原則として，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，塑

性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，当該設

備の必要な機能が維持できることを確認する。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第

5.2.2-2表に示すとおりとする。 

機器・配管系の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震動のみによる疲労解析に用い

る等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。 

 

また，建物・構築物(土木構造物を除く)の支持性能が必要となる施設の基礎

地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤

の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とする。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重

を組み合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第5.2.2-1図に示す。積雪荷

重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さ

い施設，又は埋設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風

荷重の影響が地震力と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様

の施設においては，地震力と組み合わせる。第5.2.2-3表に施設の区分ごとの，

積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。  
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第5.2.2-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 

荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

＊2 

設備分類 

施設区分 

＊1 

荷重の組合

せ 

許容限界 

建物・構築物 基礎地盤の支持性能 

建物・

構築物 
① 

Ｄ＋Ｌ＋Ａ

＋1.2Ｓｓ 

要求機能が維持され

ることとする。 

地盤の極限支持力度に対して妥

当な安全余裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き

起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＤ：重大事故等時の状態における運転状態等を考慮して当該設備に設計上

定められた設計圧力による荷重 

ＭＳＡＤ：重大事故等時の状態における運転状態等を考慮して当該設備に設計上

定められた機械的荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

Ｓｙ：設計降伏点 「JSME S NC1」付録材料図表Part5表8に規定される値 

Ｓｕ：設計引張強さ  「JSME S NC1」付録材料図表Part5表9に規定される

値 

Ｓｍ：設計応力強さ  「JSME S NC1」付録材料図表Part5表1に規定される

値 

Ｓ：許容引張応力 「JSME S NC1」付録材料図表Part5表5又は表6に規定さ

れる値 

Ｆ：「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊：「JSME S NC1」SSB-3121.3の規定により，SSB-3121.(1)a.における  Ｓ
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ｙ及びＳｙ(RT)を1.2Ｓｙ及び1.2Ｓｙ(RT)に読み替えた値 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

ｆｃ：許容圧縮応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ：許容曲げ応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME S NC1」SSB-

3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2

Ｓｙ(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-3121.3及びSSB-3133)。

ただし，支持構造物の上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，「JSME S NC1」SSB-

3121.1(1)a のＦ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。また，使用温

度が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあ

っては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれか小さい方の値。なお，Ｓｙ

(RT)は40℃における設計降伏点の値。 

 

なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表Part5表1，表5，表6，

表8及び表9に値の記載がない場合は，「Ⅴ－２ 強度計算方法」における

添付‐１「容器等の材料及び構造に関する設計の基本方針」に定められた

値を準用することとする。 

 

ＴＬ：形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)（同一仕様

につき3個の試験の最小値又は1個の試験の90%） 

Ｓｙｄ: 最高使用温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ: 試験温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

ＡＳＳ: オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ: 高ニッケル合金 
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a. 容器 

荷重の 

組合せ 

許容限界＊1＊3 

一次一般

膜応力 

一次膜応力＋

一次曲げ応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋二次 

＋ピーク応力 

Ｄ＋ 

Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5倍

の値 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震動のみによる疲労解析を

行い，疲労累積係数が 1.0以

下であること。ただし，地震

動のみによる一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ以下であれば

疲労解析は不要。＊2 

Ｄ＋ 

ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

注記＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，クラスMC容器の座屈に対する

計算式による。 

＊2：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PVB-3300(PVB-3313を除く。Ｓｍは2/3Ｓｙと読み替える。)の簡易

弾塑性解析を用いる。 

＊3：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因と

する重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 
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b. 配管系 

(配管) 

荷重の 

組合せ 

許容限界＊2 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5

倍の値 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震動のみによる疲労解析を

行い，疲労累積係数が 1.0以

下であること。ただし，地震

動のみによる一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ以下であれ

ば疲労解析は不要。＊1 

Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

 

注記＊1：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，Ｓｍは2/3Ｓｙと読み替

える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

＊2：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因と

する重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 

 

(ダクト) 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 
地震時の加速

度及び相対変

位に対し機能

が保たれるよ

うサポートの

スパン長を最

大許容ピッチ

以下に確保す

ること。 

― ― ― Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 
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c. 弁(弁箱) 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

―＊ Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

注記＊：弁の肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動部を有する電

動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300の評価を行

う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられてい

るものは，この限りではない。 
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1
1
0 

d. 支持構造物 

荷重の組合せ 

許容限界(ボルト等を除く。)＊1,＊2,＊3,＊9 
許容限界＊2,＊4 

(ボルト等) 

形式試験に 

よる場合 

一  次  応  力 一 次 ＋ 二 次 応 力 一 次 応 力 

許容荷重 
引張 

せん

断 
圧縮 曲げ 支圧 

引張 

圧縮 

せん

断 
曲げ 支圧 座屈＊5 引張 せん断 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2Ｓｓ 
1.5ft 1.5fs 1.5fc 1.5fb 1.5fp 

 

3ft 

＊6 

3fs 

＊7 

3fb 

＊8 

1.5fp 

＊7 

＊8 

1.5fb 

1.5fs 

又は 

1.5fc 

1.5ft 

(ft) 

1.5fs 

(fs) 
ＴL･

1
2
･
Ｓyd

Ｓyt

 

Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2Ｓｓ 

1.5ft
* 1.5fs

* 1.5fc
* 1.5fb

* 1.5fp
* 

＊8 

1.5fp
* 

1.5ft
*  

(1.5ft) 

1.5fs
* 

(1.5fs) 
ＴL･0.6･

Ｓyd

Ｓyt

 

注記 ＊1：「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」((社)日本建築学会，2005改定)等の幅厚比の制限を満足させる。 
＊2：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 
＊3：Ｓクラスで耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては耐

圧部と同じ許容応力とする。 
＊4：コンクリートに埋込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって，トルク管理，材料の照合等を行

わないものについては，材料の品質，据付状態等のゆらぎ等を考慮して( )内の値を用いて応力評価を行う。 
＊5：薄肉円筒形状のものの座屈の評価にあっては，クラス MC容器の座屈に対する評価式による。 
＊6：すみ肉溶接部にあっては最大応力に対して 1.5fsとする。 
＊7：「JSME S NC1」SSB-3121.1(4)により求めた fbとする。 
＊8：自重，熱膨張等により通常時に作用している荷重に，地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について

評価する。 
＊9：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因とする重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容

限界を適切に設定する。 
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e. 埋込金物 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設における埋込金物

は，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「第3.1-2表(2)f. 埋込金物」

によるものとし，「Ｓｓ」を「1.2Ｓｓ」と読み替えて適用する。 

なお，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「第3.1-2表(2)f. 埋込金

物」に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因とする重大事

故に対して必要となる機能が維持できることを確認する。 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

荷重の組合せ＊4 

許 容 限 界＊1，＊2 

一 次 応 力 

引張＊3 せん断＊3 

Ｄ＋1.2Ｓｓ 1.5・ft＊ 1.5・fs＊ 

注記 ＊1：ft＊，fs＊は，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007 SSB-3121.1(1)a 本文

    中 Sy及び Sy(RT)を 1.2・Sy及び 1.2・Sy(RT)と読み替えて算出した 

    値(ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007 SSB-3133)。ただし，Sy及び 0.

    7Su のいずれか小さい方の値とする。 

 ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 の「その他の支持構造物の許容応力」

に準じて設定する。 

 ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の

許容引張応力 fts は，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1 SSB-3133 に基づき，fts

＝Min[1.4・fto－1.6・τb，fto]とする。ここで，ftoは 1.5・ft＊とする。 

 ＊4：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態ⅣＡＳを適用す

る。 

(4) 地盤 

 

＊2 

設備分類 

施設区分 

＊1 

荷重の組合せ 
許容限界 

基礎地盤 ① Ｄ＋Ｌ＋1.2Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全余

裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設  
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第5.2.2-3表 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

(1) 考慮する荷重の組合せ 

施設 施設の配置 
荷重 

積雪荷重 風荷重 

建物・構築物 屋外 〇＊1 〇＊2 

機器・配管系 

屋内 － － 

屋外 － － 

可搬型設備 

屋内 － － 

屋外 － － 

注記 ＊1：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等通常時の

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除く。 

＊2：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自

重が大きい施設を除く。 

(2) 検討対象の施設・設備 

施設 
施設・設備 

風荷重＊ 積雪荷重＊ 

建物・構築物 

検討対象の施設・設備については「Ⅳ－１－１－

８」の「第3.1-3表(2) 検討対象の施設・設備」

によるものとする。 

注記 ＊：組み合わせる荷重は，「Ⅵ－１－１－１ 自然現象等による

損傷の防止に関する説明書」に基づくものとし，積雪荷重に

ついては，六ヶ所村統計書における観測記録上の極値190cm

に，「建築基準法施行令」第八十二条に定めるところの建築

基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組合せを適

用して，平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮し

た積雪荷重を組み合わせる。また，風荷重については，「Ｅ

の数値を算出する方法並びにＶＤ及び風力係数を定める件」

(平成12年5月31日建設省告示第1454号)に定められた六ヶ所村

の基準風速34m/sを用いて求める荷重を組み合わせる。 
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第5.2.1-1図 積雪荷重及び風荷重設定フロー  
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(3) 機能維持 

a. 建物・構築物  

(a) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，上記

「5.2.1(2)a.(a) 支持機能の維持」の考え方に基づき設計する。 

(b) 制御室の遮蔽機能，操作場所，アクセスルート及び保管場所の保持機能 

操作場所及びアクセスルートの保持機能は，上記「5.2.1(2)a.(b) 制御室

の遮蔽機能，操作場所，アクセスルート及び保管場所の保持機能」の考え方に

基づき設計する。 

(c) 貯水機能 

貯水機能の維持が要求される施設は，上記「5.2.1(2)a.(c) 貯水機能」の

考え方に基づき設計する。 

(d) 放出経路の維持機能 

放出経路の維持機能の維持が要求される施設は，上記「5.2.1(2)a.(d) 放

出経路の維持機能」の考え方に基づき設計する。 

(e) 地下水排水機能 

地下水排水機能の維持が要求される施設は，上記「5.2.1(2)a.(e) 地下水

排水機能」の考え方に基づき設計する。 

 

b. 対処する可搬型重大事故等対処設備 

(a) 車両型設備 

イ. 転倒防止機能の維持 

転倒防止機能の維持が要求される車両全体は，上記「5.2.1(2)d.(a)イ. 

転倒防止機能の維持」の考え方に基づき設計する。 

ロ. 動的機能維持 

転倒防止機能の維持が要求される冷却機能として動的機能が要求される

車両に積載しているポンプ，内燃機関等の回転機器は，上記「5.2.1(2)d.(a) 

ロ. 動的機能維持」の考え方に基づき設計する。 

ハ. 移動機能の維持 

移動機能が要求される車両部は，上記「5.2.1(2)d.(a) ハ. 移動機能の

維持」の考え方に基づき設計する。 

ニ. 積載物支持機能の維持 

積載物支持機能が要求される車両部の積載物の支持部の取付ボルトは，

上記「5.2.1(2)d.(a) ニ. 積載物支持機能の維持」の考え方に基づき設計

する。 
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(b) 可搬型ユニット設備 

イ. 転倒防止機能の維持 

可搬型ユニット設備は，上記「5.2.1(2)d.(b) イ. 転倒防止機能の維持」

の考え方に基づき設計する。 

ロ. 動的及び電気的機能維持 

可搬型ユニット設備は，上記「5.2.1(2)d.(b) ロ. 動的及び電気的機能

維持」の考え方に基づき設計する。 

 

(c) その他設備 

イ. 転倒防止機能の維持 

収納箱に収納し，床又は壁にボルトで固定した収納ラック又は架台にス

リングで固縛するその他設備は，上記「5.2.1(2)d.(c) イ. 転倒防止機能

の維持」の考え方に基づき設計する。 

ロ. 動的機能維持 

動的機能が要求されるその他設備は，上記「5.2.1(2)d.(c) ロ. 動的機

能維持」の考え方に基づき設計する。 

ハ. 電気的機能維持 

電気的機能が要求される設備は，上記「5.2.1(2)d.(c) ハ. 電気的機能

維持」の考え方に基づき設計する。 
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6. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処設備のその他耐震設計に係る事

項 

6.1 準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2.2 準拠規格」を適用す

る。 

 

6.2 波及的影響に対する考慮 

6.2.1 建物・構築物，起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等 

対処設備 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築物

及び機器・配管系は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を考慮しない施設の波及

的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。ここで，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力を考慮しない施設とは，上記「3.3 地震を要因とする重大事

故等に対する重大事故等対処施設の対象」で示す地震を要因とする重大事故等に

対する重大事故等対処施設以外の施設をいう。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築物

及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たって考慮する事項は，「Ⅳ－１

－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に対する考慮」及び「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」によるものとし，「耐震重要施設」を「地震

を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位の

クラスに属する施設」を「基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を考慮しない施設」

に，「安全機能」を「地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に

要求される機能」に読み替えて適用する。 

ただし，波及的影響の評価対象とする下位クラス施設の耐震設計方針のうち，

「設計用地震動又は地震力」及び「許容限界」は以下に基づき設計する。 

 

(1) 設計用地震動又は地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築物

及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たっては，「4. 基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力の設定」に示す地震動又は地震力を適用する。設定した地震動

又は地震力について，水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に

影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。この場合に，波及的影響

評価における許容限界については，以下の考え方を原則とする。 

 

(2) 許容限界 

a. 建物・構築物 
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建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力を考慮しない施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮しない施設と地震を要因とする

重大事故等に対する重大事故等対処施設との距離を基本として許容限界を設定

する。 

また，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を考慮し

ない施設の損傷，転倒及び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の

最大せん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応するせん断ひ

ずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築基準法及び同施行令」に

基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限界を設定する。 

 

b. 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落

下を防止する場合は，評価部位が塑性域に達するひずみ生じた場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること

に相当する許容限界を設定する。それ以外を適用する場合は防護対象となる重

大事故等対処施設の機能が維持できることを個別に示す。 

機器・配管系の動的機能維持を確保することで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した

地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響を防止する場合は，機能確

認済加速度を許容限界として設定する。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力を考慮しない施設の転倒等に伴い発生する荷重により，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力を考慮する施設の評価部位が塑性域に達するひずみが生

じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有していること，また，転倒した基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力を考

慮しない施設と地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設との

距離を許容限界として設定する。 

 

6.2.2 対処する可搬型重大事故等対処設備 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，対処する可

搬型重大事故等対処設備は，隣接する周辺機器等の波及的影響によって，その安全

機能を損なわない設計とする。また，「Ⅵ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備

の設計方針」の対象となる対処する可搬型重大事故等対処設備においても，隣接す

る周辺機器等から波及的影響によって，その機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の
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「3.3 波及的影響に対する考慮」及び「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本

方針」にて考慮する 4つの観点について，同様に考慮する。 

構造強度設計上の性能目標が達成されるよう，各設備の波及的影響の評価方針

を設定する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管場所において，隣接する他の対処す

る可搬型重大事故等対処設備に対して波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施設，重大事故等

対処施設のうち常設重大事故等対処施設が，下位クラスとしての対処する可搬型

重大事故等対処設備の波及的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわない設計とすることを，「Ⅳ－５－２－５

可搬型重大事故等対処設備の耐震評価結果」に示す。 

対処する可搬型重大事故等対処設備が，周辺機器等からの波及的影響によって

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とすることについては，

「Ⅵ－1－1－4－2－2 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルー

ト」に示す。 

 

(1) 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

a. 地盤の不等沈下による影響 

屋外に保管する対処する可搬型重大事故等対処設備は，地震による影響(周辺

構造物の倒壊や周辺斜面の崩壊，道路面のすべり，液状化及び揺すり込みによる

不等沈下，地盤支持力の不足並びに地下構造物及び水路等の損壊等）を受けない

場所に保管することから，地盤の不等沈下による影響による波及的影響を及ぼ

す施設はない。 

 

b. 建屋間の相対変位による影響 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であること，建屋間に渡って

保管はしないことから，建屋間の相対変位による影響による波及的影響を及ぼ

す施設はない。 

 

(2) 接続部の観点による設計 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから接続部におけ

る相互影響の観点で波及的影響を及ぼす施設はない。 

 

(3) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

屋内に保管する対処する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の

損傷，転倒及び落下が生じることにより，屋内に保管する対処する可搬型重大事故
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等対処設備が損傷する可能性がある場合には，対処する可搬型重大事故等対処設

備の保管場所における地震力に対して，周辺機器の主要構造部材，支持部及び吊り

具等の評価を実施する。 

評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

また，屋外に保管する対処する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接

する他の対処する可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

(4) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

屋外に保管する対処する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の

損傷，転倒及び落下が生じることにより，屋外に保管する対処する可搬型重大事故

等対処設備が損傷する可能性がある場合には，対処する可搬型重大事故等対処設

備の保管場所における地震力に対して，周辺機器の主要構造部材，支持部及び吊り

具等の評価を実施する。 

評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

ただし，設計用地震動又は地震力は，対処する可搬型重大事故等対処設備が保管

される場所の設計用地震動又は地震力とする。「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等

対処設備の設計方針」の対象となる対処する可搬型重大事故等対処設備に係る設

計用地震動又は地震力は，「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備の設計方針」

に示す設計用地震動又は地震力を用いる。 

また，屋外に保管する対処する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接

する他の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とする。 

 

6.3 構造計画と配置計画 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画

に際しては，地震の影響が軽減されるように考慮する。 

 

(1) 建物・構築物 

建物・構築物は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，コンクリー

トが大規模に失われることがなく，地震を要因とする重大事故等に対する重大事

故等対処施設の支持ができるとともに，アクセスルートが確保されることにより，

地震を要因とする重大事故等に対処することができる設計とする。 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，せん断ひずみ度(層の変形）が建

物の終局状態(4000μ）以下に留まるよう以下の設計とする。 

・床スラブは，概ね弾性設計に留まる設計とする。 

・耐震壁及び耐震壁以外の壁は，せん断ひずみ度(層の変形）に追従できるよう
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な強度(コンクリート強度，鉄筋量)を有する設計とする。 

・建物の変形に伴うひび割れにより大規模なコンクリートの剥離が発生しない

よう，応力が集中する開口部や壁端部は，補強筋を配してひび割れを抑制する

設計とする。 

・耐震壁以外の壁については，層の変形に伴い耐震壁以外の壁に生じるせん断応 

力度に対して追従することが可能な設計とする。 

 

上記の設計方針を踏まえ，建物・構築物は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に基づき設計する。 

なお，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「6. 構造計画と配置計画」にお

いて，再処理施設周辺の地下水位を低下させるため，基準地震動Ｓｓに対して機能

が維持できることを確認した安全機能を有する施設として地下水排水設備を設置

することとしている。 

地下水排水設備のうち，代替え対応ができない静的構造物であるサブドレン管，

集水管，サブドレンピット及びサブドレンシャフトについては，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力を考慮した設計とする。また，地下水排水設備のポンプが機能喪

失した場合は，地下水位が基礎スラブ上端まで達する水位上昇時間内に資機材と

して配備する可搬型の排水ポンプ(付属ケーブル含む），排水用ホース及びポンプ

駆動用の発電機により地下水の排水を実施する。これらの資機材を配備すること

及び地下水を可搬型の排水ポンプにより排水する手順を保安規定に定めて，管理

する。 

なお，可搬型の排水ポンプ(付属ケーブル含む），排水用ホース及びポンプ駆動用

の発電機は，基準地震動Ｓｓ時に機能を期待するサブドレンポンプ，排水管，非常

用電源設備と地震による共通要因故障が生じない設計とする。 

 

(2) 機器・配管系 

機器・配管系は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，地震を要因

とする重大事故等に対する重大事故等対処施設が破損せず，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対し，重大事故等対処施設に必要となる機能を損なわれない設計

とする。 

上記の設計方針を踏まえ，機器・配管系は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に基づき設計する。 

また，機器・配管系は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によって生じる建屋

の状態を考慮し，以下の設計とする。 
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・重量の大きい機器は，原則，床面又は天井面から支持する構造とする。壁から

支持する場合は，建物の状態等を考慮し，発生する応力に対して機器が支持で

きる設計とする。 

・配管系は，応力集中が生じないような全体バランスのとれた敷設経路及び支持

計画とし，系全体の強度設計の裕度を向上させ，複数の支持構造物で支持する

ことにより冗長性を有する設計とする。 

 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対して損傷せず，重大事故等対処に必要な機能が損なわないことが要求され

る。 

対処する可搬型重大事故等対処設備設備は，重大事故等に対処するために必要

な機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と

同時に機能喪失しないよう，位置的分散を考慮した設計とする。 

 

6.4 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に係る地震による周辺斜

面の崩壊に対する設計方針は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「7. 地震によ

る周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づく設計とする。 

 

6.5 ダクティリティに関する考慮 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に係るダクティリティに

関する考慮は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「8. ダクティリティに関する

考慮」及び「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に基づく設計とする。 

 

6.6 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系の支持については「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－

１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」及

び「Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に基づいて耐震設計を行う。

ただし，起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備の

支持構造においては，「4. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の設定」に示すよう，

耐震設計において設備の裕度を確保する設計とすることを踏まえ，支持構造において，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって建物・構築物に生じる変形等の地震影響

を評価し，設備の支持力が確保されることを確認した上で埋込金物を用いる設計とす

る。 
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